
      

　
　
　
１ 次期ラウンド交渉では一段と関税率が低下し，これまで以上に安い農産物の輸入は増大し，食
料自給率のさらなる低下が懸念されるが，そうした中での我が国農業の存在意義は多面的機能・
公益的機能の発揮，環境にやさしく安全で安心できる農産物を安定的に供給していくところに求
められる。すなわち持続型農業を我が国農業の柱とすることなくしては日本農業は存続が難しい
状況に追い込まれつつある。

２．今般，新農業基本法とあわせて改正JAS法，持続型農業促進法も成立したが，これら各法を連
動させての議論はほとんどなく，有機農業等を日本農業全体の中でどう位置付けていくのかは見
えなくなっている。

３．しかしながら今後，本腰を入れて大々的に持続型農業に取り組んでいくにあたって，JAS法の
改正と併行して持続型農業促進法が成立したことは大いに評価されてしかるべきである。

４．我が国では1960年代からの有機農業，90年代に入っての環境保全型農業への取り組みが行われ
てはきたが，直近の調査での環境保全型農業への取組状況は水稲・果樹で５％，野菜で１％と低
位にとどまっている。

５．こうした原因として，行政なり，農協の取り組みが不十分であったと同時に，“農薬危害”を減
少させるために推進されてきた総合防除が十分には浸透できなかったことなどが挙げられる。

６．先進国の持続型農業をみると,アメリカではIPMへの取り組みを国家目標として掲げており,目
標には及ばないものの相当な普及をみている。これには州立大学が大きな役割を果たしており，
基本的には民間主導型での取り組みが行われている。アメリカ農業は環境負荷の軽減と経済性の
確保の両立を指向しているが，IPM普及の最大のカギを握っているのが経済性の確保である。経営
が厳しさを増している情勢下，この両立をはかるために急速に普及しているのが遺伝子組み換え
作物であり，すでにこれによる生産が構造化している。

７．スイス農業の73％はIPによって生産されているが，98年の農業法の改正によりこれまでエコロ
ジカルな農業に対しての直接支払いは任意参加であったものが，直接支払いを受けるための必須
条件とされ，数年のうちには慣行栽培はほとんど存在しなくなるものとみられている。こうした
中でIP生産物の認証が開始されるとともに，さまざまなブランド化によるIP生産物内での差別
化，競争が激しくなっている。

８．今後我が国の持続型農業を強力に推進していくにあたって,その軸になるのがIPMで,総合的に
技法を組み合わせ，地域の実態に合った取り組みを行っていくことが肝要である。

９．このほかにも，助成措置の強化，地域一体となっての普及・推進，付加価値実現の仕組みづく
り等が必要であり，農協系統への期待は大きいが，決定的なインパクトを与えていくには国の強
力な支援が不可欠である。

10．これまでの３次にわたる有機ブームを持続型農業発展の第一段階とすれば，今般の法的手当て
はその第二段階を切り開くものであり，その第二段階が形成できるかどうかが我が国農業の存続
を決定的に左右することになろう。

．

我が国における持続型農業展開の課題
――　アメリカ，スイスの事例から。カギを握る　IPM　を軸とした具体的実践　――

〔要　　　旨〕
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　先般，食料・農業・農村基本法（以下「新

農業基本法」）とあわせて，農林物資の規格

化及び品質表示の適正化に関する法律の改

正（以下「改正　JAS　法」），持続性の高い農業

生産方式の導入の促進に関する法律（以下

「持続型農業促進法」）も成立した。新農業基

本法で我が国農業は市場原理の徹底をめざ

そうとする一方で，「自然循環機能の維持増

進」の必要性，農業のもつ多面的機能等非

経済的価値の重視をも打ち出した。国際競

争力に乏しい我が国農業の存在意義を食料

の安全保障にとどまらず，食の安全性の確

保，多面的機能の強化等，非経済的価値の

重視にも求めたわけである。そして自然循

環機能の維持増進とこれをつうじての安全

性の確保をはかるために持続型農業促進法

が成立し，またすべての飲食料品に品質表

示を義務づけるとともに「ニセ有機食品」を

規制するために　JAS　法の改正が行われた。

　改正　JAS　法，持続型農業促進法は消費者

の食の安全性に対する不安や，農業におけ

る自然循環機能低下の存在等への対応，さ

らには次期　WTO　交渉での戦略上，必要かつ

きわめて重要な意味を担っていることはあ

らためて言うまでもない。

　しかし，残念ながら法案をめぐる論議の

中で　JAS　法の改正と農業基本法の改正とを

連動させての議論，すなわち有機農業，さ

らには環境保全型農業を日本農業全体の中

でどう位置付けていくのかについての議論

はみられなかった。また，持続型農業促進

法についてはいかにも唐突に出てきたとい

う印象を拭い難い。日本農業の自然循環機
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の食の安全性に対する不安や，農業におけ

る自然循環機能低下の存在等への対応，さ

らには次期　WTO　交渉での戦略上，必要かつ

きわめて重要な意味を担っていることはあ

らためて言うまでもない。

　しかし，残念ながら法案をめぐる論議の

中で　JAS　法の改正と農業基本法の改正とを

連動させての議論，すなわち有機農業，さ

らには環境保全型農業を日本農業全体の中

でどう位置付けていくのかについての議論

はみられなかった。また，持続型農業促進

法についてはいかにも唐突に出てきたとい

う印象を拭い難い。日本農業の自然循環機

１．はじめに
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能の維持増進による持続性の確保と国産の

農産物に対する消費者の理解と信頼を獲得

していくことが，今後の新たな農政展開の

カギを握っているといっても過言ではな

く，もっと突っ込んだ，かつ国民によくわ

かる議論を展開してほしかったという感慨

を持つのは決して筆者一人だけではなかろ

う。さはさりながらいずれも重要な意味合

いを担った法律であり，これら法律が成立

したことについては積極的に評価されてし

かるべきである。

　ここであらためて持続型農業の必要性に

ついて述べておくと，次期ラウンド交渉で

の難航は必至であって，現在の生産・需給

等構造を前提とする限りは，一段の関税率

引き下げ圧力によって，内外価格差の大き

い農産物の輸入が増加し，むしろ自給率は

低下することが懸念される。こうした中で

の我が国農業の存在意義は，多面的機能・

公益的機能の発揮，環境にやさしく安全で

安心できる農産物を安定的に供給していく

ところに求められる。すなわちこうした農

業を可能にする持続型農業を我が国農業の

柱とすることなくしては日本農業はもはや

存続していくことが難しい状況にまで追い

込まれつつあると考える。

　今回の法律の成立・改正にともなって，

いよいよ持続型農業等の具体的実践・普及

の枠組みが整ったわけであり，待った無し

で一定以上の成果を出していくことが日本

農業を維持していくための必要条件として

求められる客観情勢にあるのである。

　そこで本稿では持続型農業のこれまでの

展開，海外での取組実態等を踏まえて，技

術的にはその取り組みの中心に位置付けら

れるものが　IPM（Integrated　Pest　Management

「総合防除」と訳されている）であり，これを

普及・推進させていくにあたっての課題，

取組方向等について展開していくこととす

る。

　

　

　

　まずはじめに，これから議論を展開して

いく前提として，持続型農業，環境保全型

農業，有機農業等これに関連する概念の我

が国における定義についてみておく。

　まず持続型農業であるが，持続型農業促

進法の第２条で次のように定義されてい

る。

　「この法律において『持続性の高い農業生

産方式』とは，土壌の性質に由来する農地

の生産力の維持増進その他良好な営農環境

の確保に資すると認められる合理的な農業

の生産方式であって，次に掲げる技術のす

べてを用いて行われるものをいう。

　一  たい肥その他の有機質資材の施用に

関する技術であって，土壌の性質を改

善する効果が高いものとして農林水産

省令で定めるもの

　二  肥料の施用に関する技術であって，

化学的に合成された肥料の施用を減少

させる効果が高いものとして農林水産

省令で定めるもの

　三  有害動植物の防除に関する技術で

あって，化学的に合成された農薬の使

能の維持増進による持続性の確保と国産の

農産物に対する消費者の理解と信頼を獲得

していくことが，今後の新たな農政展開の

カギを握っているといっても過言ではな

く，もっと突っ込んだ，かつ国民によくわ

かる議論を展開してほしかったという感慨

を持つのは決して筆者一人だけではなかろ

う。さはさりながらいずれも重要な意味合

いを担った法律であり，これら法律が成立

したことについては積極的に評価されてし

かるべきである。

　ここであらためて持続型農業の必要性に

ついて述べておくと，次期ラウンド交渉で

の難航は必至であって，現在の生産・需給

等構造を前提とする限りは，一段の関税率

引き下げ圧力によって，内外価格差の大き

い農産物の輸入が増加し，むしろ自給率は

低下することが懸念される。こうした中で

の我が国農業の存在意義は，多面的機能・

公益的機能の発揮，環境にやさしく安全で

安心できる農産物を安定的に供給していく

ところに求められる。すなわちこうした農

業を可能にする持続型農業を我が国農業の

柱とすることなくしては日本農業はもはや

存続していくことが難しい状況にまで追い

込まれつつあると考える。

　今回の法律の成立・改正にともなって，

いよいよ持続型農業等の具体的実践・普及

の枠組みが整ったわけであり，待った無し

で一定以上の成果を出していくことが日本

農業を維持していくための必要条件として

求められる客観情勢にあるのである。

　そこで本稿では持続型農業のこれまでの

展開，海外での取組実態等を踏まえて，技

術的にはその取り組みの中心に位置付けら

れるものが　IPM（Integrated　Pest　Management

「総合防除」と訳されている）であり，これを

普及・推進させていくにあたっての課題，

取組方向等について展開していくこととす

る。

　

　

　

　まずはじめに，これから議論を展開して

いく前提として，持続型農業，環境保全型

農業，有機農業等これに関連する概念の我

が国における定義についてみておく。

　まず持続型農業であるが，持続型農業促

進法の第２条で次のように定義されてい

る。

　「この法律において『持続性の高い農業生

産方式』とは，土壌の性質に由来する農地

の生産力の維持増進その他良好な営農環境

の確保に資すると認められる合理的な農業

の生産方式であって，次に掲げる技術のす

べてを用いて行われるものをいう。

　一  たい肥その他の有機質資材の施用に

関する技術であって，土壌の性質を改

善する効果が高いものとして農林水産

省令で定めるもの

　二  肥料の施用に関する技術であって，

化学的に合成された肥料の施用を減少

させる効果が高いものとして農林水産

省令で定めるもの

　三  有害動植物の防除に関する技術で

あって，化学的に合成された農薬の使
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用を減少させる効果が高いものとして

農林水産省令で定めるもの 」

　次に環境保全型農業については，1992年

に打ち出された「新しい食糧・農業・農村

政策の方向」（いわゆる「新政策」）の中で「農

業の持つ物質循環機能を活かし，生産性と

の調和などに配慮しつつ，土づくり等を通

じて化学肥料，農薬の使用等による環境負

荷の軽減に配慮した持続可能な農業」であ

るとされている。その具体的内容について

は，94年に農林水産省より出された「環境

保全型農業推進の基本的考え方」の中で第

１図のようにイメージが掲げられている。

　なお，新農業基本法，持続型農業促進法

ではかなり一般化しつつあった「環境保全

型農業」という用語は一切登場していな

い。

　また，有機農産物等については，93年に

「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表

示ガイドライン」で第１表のように定義づ

けられている（96年，97年改正）。

　これが今般の　JAS　法改正によって有機食

品の検査認証制度が創設され，コーデック

ス基準に準拠して特別栽培農産物は除外さ

れることとなり，有機農産物と転換期間中

有機農産物のみが認定対象とされた。

用を減少させる効果が高いものとして

農林水産省令で定めるもの 」

　次に環境保全型農業については，1992年

に打ち出された「新しい食糧・農業・農村

政策の方向」（いわゆる「新政策」）の中で「農

業の持つ物質循環機能を活かし，生産性と

の調和などに配慮しつつ，土づくり等を通

じて化学肥料，農薬の使用等による環境負

荷の軽減に配慮した持続可能な農業」であ

るとされている。その具体的内容について

は，94年に農林水産省より出された「環境

保全型農業推進の基本的考え方」の中で第

１図のようにイメージが掲げられている。

　なお，新農業基本法，持続型農業促進法

ではかなり一般化しつつあった「環境保全

型農業」という用語は一切登場していな

い。

　また，有機農産物等については，93年に

「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表

示ガイドライン」で第１表のように定義づ

けられている（96年，97年改正）。

　これが今般の　JAS　法改正によって有機食

品の検査認証制度が創設され，コーデック

ス基準に準拠して特別栽培農産物は除外さ

れることとなり，有機農産物と転換期間中

有機農産物のみが認定対象とされた。
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各タイプの農業の実践の条件

区
分

内
　
　
容

具
体
的
な
技
術

経
営
・
生
産
等

↓

タイプⅠ

土づくり等既存の技術を
活用して可能な範囲で化
学肥料，農薬を節減（例え
ば慣行の2割程度節減）する
こと等により環境負荷を
軽減

・土づくり
・田畑輪換，合理的作付体系
・緩効性肥料
・側条二段施肥（水稲）
・フェロモン
・天敵昆虫・微生物，
　拮抗生物
・施肥基準，防除要否の
　判断基準の見直し

単収，外観の低下，コスト
の上昇等を伴わない
ように推進

全国的に推進
　　　　　　条件の整った経営体で推進
　　　　　　　　　　　　消費者の評価が得られることが必要

・作　物
・気　象
・地形etc

↓
タイプⅡ
　…タイプＮ

リサイクルの推進，施肥・
防除基準の見直し，新技
術・資材の活用の推進等
により，一層環境負荷を軽
減
　

↓

環境負荷の軽減と同時
に，消費者ニーズに対応
して，化学肥料，農薬を慣
行のおおむね5割以下～全
く使用しない栽培方法に
より農産物供給

↓

環境負荷の軽減と同時
に，消費者ニーズに対応
して，化学肥料，農薬に基
本的に依存しない栽培方
法による農産物供給
　

第１図　環境保全型農業のタイプのイメージ

資料　農林水産省

　　　　　　できる限り単収，
　　　　外観の低下，
　　コストの上昇等を
伴わないように推進

　　　　単収，外観，
コスト等には

必ずしもこだわらない

・未利用有機物の高速肥
　料化技術
・高精度発生予察と迅速
　情報伝達
・耐病・耐虫性を備えた
　高度抵抗性品種
・地形連鎖を利用した養
　分の合理的利用技術
・廃プラ等農業廃棄物の適正処理

・在来種苗の再導入
・あいがも導入

減～無化学肥料
減～無農薬栽培 有 機 農 業

・技　術
・経　営
・　　　etc

・出荷，販売etc
　
・ 立 地 e t c



      

　以上の類似概念の関係については後に掲

げる第２図を参照願いたい。

　

　

　

　

　環境保全型農業については持続型農業と

いう新たな用語に衣替えはしたが，新農業

基本法で多面的機能の強化等について議論

される中で持続性の高い農業の必要性は強

調されてきた
（注1）
。

　一方，持続型農業と一体的関係にある有

機農産物については，その認証基準の設定

に限定して論議が展開されてきた。すなわ

ち農林水産省は（社）日本農林規格協会に委

託して，97年７月「有機食品の検査・認証

制度検討委員会」を設け，この場をつうじ

て論議を積み重ねてきた。

　有機食品認証基準の法制化にあたっての

最大の論点となったのが，ガイドラインで

特別栽培農産物として位置付けられていた

減農薬・減化学肥料によって栽培された農

産物の取扱いについてであった。結局は

コーデックス委員会
（注2）
による国際基準（案）に

沿って特別栽培農産物を除外した限定的な

基準とするという結論が出され，消費者サ

イドからの不当表示排除についての

要請に応えるものとなった。しかしな

がら一方では現状では高温多湿で無

農薬・無化学肥料による有機栽培の

一般化が困難な我が国にとって，特別

栽培農産物，すなわち減農薬・減化学

肥料栽培による農産物が除外され，こ

れまで「特別栽培農産物」を表示すること

をつうじて消費者の信頼を獲得し差別化し

てきたことが不可能になるとともに，有機

表示農産物の相当部分が輸入ものに代替さ

れかねないことを意味するものであった。

　こうした整理が行われるようになった原

因はひとえに我が国の有機認証基準をコー

デックスの国際基準に準拠しようとした政

府の姿勢によるところが大きい。農業とい

う全面的に自然風土に左右される産業であ

るにもかかわらず，これをグローバル・ス

タンダードで統一しようという自然の理に

反した，農産物を単なる商品としてしかみ

ない行為であると言えよう。

　しかしながら一方で持続型農業促進法が

手当てされたことによって，別途，消費者

の信頼獲得とブランド化によって付加価値

を実現していく枠組みは整ったわけで，逆

に考えれば四囲の情勢と我が国の立場から

してグローバル・スタンダードとせざるを

得なかった有機基準は認証・表示だけの問

題として棚上げしておき，むしろ現実的に

有機農業よりも優先度がはるかに高い減農

薬・減化学肥料による栽培なり，その流通

を持続型農業促進法によって本格的に取り

組んでいくことを意図したものであるとす

　以上の類似概念の関係については後に掲

げる第２図を参照願いたい。
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がら一方では現状では高温多湿で無

農薬・無化学肥料による有機栽培の

一般化が困難な我が国にとって，特別
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肥料栽培による農産物が除外され，こ

れまで「特別栽培農産物」を表示すること

をつうじて消費者の信頼を獲得し差別化し

てきたことが不可能になるとともに，有機

表示農産物の相当部分が輸入ものに代替さ

れかねないことを意味するものであった。

　こうした整理が行われるようになった原

因はひとえに我が国の有機認証基準をコー

デックスの国際基準に準拠しようとした政

府の姿勢によるところが大きい。農業とい

う全面的に自然風土に左右される産業であ

るにもかかわらず，これをグローバル・ス

タンダードで統一しようという自然の理に

反した，農産物を単なる商品としてしかみ

ない行為であると言えよう。

　しかしながら一方で持続型農業促進法が

手当てされたことによって，別途，消費者

の信頼獲得とブランド化によって付加価値

を実現していく枠組みは整ったわけで，逆

に考えれば四囲の情勢と我が国の立場から

してグローバル・スタンダードとせざるを

得なかった有機基準は認証・表示だけの問

題として棚上げしておき，むしろ現実的に

有機農業よりも優先度がはるかに高い減農

薬・減化学肥料による栽培なり，その流通

を持続型農業促進法によって本格的に取り

組んでいくことを意図したものであるとす
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名 称 農 薬 化学肥料

農
産
物

有
　
機

農
　産
　物

特
別
栽
培

有機農産物
転換期間中

無農薬栽培（農産物）
無化学肥料栽培
減農薬栽培
減化学肥料栽培

使用しない
半年以上３年未満

使用しない
特に定めない
慣行の1/2以下
特に定めない

使用しない
半年以上３年未満

特に定めない
使用しない
特に定めない
慣行の1/2以下

第1表　有機農産物及び特別栽培農産物
　　　　に係る表示ガイドライン

資料　農林水産省

３．JAS法改正，持続型農業
　　促進法成立までの議論と
　　経過　　　　　　　　　



      

るならば，今回の一連の

法的手当てはきわめて高

等な戦術によるもので

あったと言えよう。現時

点ではむしろあえてその

ように考え，発想を転換

していくことが大事なの

かもしれない。

　こうした観点からすれ

ば，本腰を入れて大々的

に持続型農業に取り組ん

でいくにあたって，JAS　

法の改正と併行して持続型農業促進法が成

立したことは結果的に大いに評価されてし

かるべきものである。

　それにつけても有機農業と持続型農業と

が別個の法律で規定されることになり，こ

れによって有機農業の意味付けが表示の問

題だけに還元されてしまったことは残念で

あると言わざるを得ない。有機農業は究極

の持続型，循環型農業なのであって，持続

型農業は有機農業および慣行農業と有機農

業との中間段階・発展段階を含む概念とし

て位置付けられるべきものであって，本来

は一本の法律で規定することによって相互

の関係・意味付けを明確にし，かつ総合的

に推進されるべきものなのである。

　ここで様々の概念，定義が入り組んでい

ることから今回の法成立・改正の前と後と

でどのように変わったかそのイメージを図

示すれば第２図のとおりである。

　なお，筆者は従来の特別栽培農産物に該

当する農産物，すなわち環境にやさしく，

生態系を大事にした農産物を「エコ農産

物」，そのための農法を「エコ栽培」と呼ん

で，これを新農業基本法で農業再編をは

かっていく際の基軸とすべきことを提唱し

ているが
（注3）
，本稿では概念についての混乱を

回避するため，特別に必要な場合以外はあ

えて「エコ農産物」「エコ栽培」の用語は使

わないこととする。

　（注1）　食料・農業・農村基本法（農業の持続的な
発展）第４条「農業については，その有する食料
その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の
重要性から，農地，農業用水その他の農業資源及
び農業の担い手が確保され，地域の特性に応じて
望ましい農業構造が確立されるように効率的に
組み合わされるとともに，農業の自然循環機能
（農業生産活動が自然界における生物を介在す
る物質の循環に依存し，これを促進する機能をい
う。以下同じ）が維持増進されることにより，持
続的な発展が図られなければならない。」

　（注2）　FAO，WHOにより設置された国際機関で
ある食品規格委員会がコーデックス委員会と呼
ばれている。本委員会は1962年，消費者の健康の
保護及び食品の公正な貿易を確保すること，国際
政府機関，国際NGOにより取り組まれているす
べての食品規格業務の調整の促進等を目的とし
て設置されており，我が国は66年に参加，97年現
在では156カ国が参加している。コーデックス規

るならば，今回の一連の

法的手当てはきわめて高

等な戦術によるもので

あったと言えよう。現時

点ではむしろあえてその
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が別個の法律で規定されることになり，こ

れによって有機農業の意味付けが表示の問

題だけに還元されてしまったことは残念で
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業との中間段階・発展段階を含む概念とし

て位置付けられるべきものであって，本来

は一本の法律で規定することによって相互

の関係・意味付けを明確にし，かつ総合的

に推進されるべきものなのである。

　ここで様々の概念，定義が入り組んでい

ることから今回の法成立・改正の前と後と

でどのように変わったかそのイメージを図

示すれば第２図のとおりである。

　なお，筆者は従来の特別栽培農産物に該

当する農産物，すなわち環境にやさしく，

生態系を大事にした農産物を「エコ農産

物」，そのための農法を「エコ栽培」と呼ん

で，これを新農業基本法で農業再編をは

かっていく際の基軸とすべきことを提唱し

ているが
（注3）
，本稿では概念についての混乱を

回避するため，特別に必要な場合以外はあ

えて「エコ農産物」「エコ栽培」の用語は使

わないこととする。

　（注1）　食料・農業・農村基本法（農業の持続的な
発展）第４条「農業については，その有する食料
その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の
重要性から，農地，農業用水その他の農業資源及
び農業の担い手が確保され，地域の特性に応じて
望ましい農業構造が確立されるように効率的に
組み合わされるとともに，農業の自然循環機能
（農業生産活動が自然界における生物を介在す
る物質の循環に依存し，これを促進する機能をい
う。以下同じ）が維持増進されることにより，持
続的な発展が図られなければならない。」

　（注2）　FAO，WHOにより設置された国際機関で
ある食品規格委員会がコーデックス委員会と呼
ばれている。本委員会は1962年，消費者の健康の
保護及び食品の公正な貿易を確保すること，国際
政府機関，国際NGOにより取り組まれているす
べての食品規格業務の調整の促進等を目的とし
て設置されており，我が国は66年に参加，97年現
在では156カ国が参加している。コーデックス規
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第2図   環境保全型農業，持続型農業等関係図�
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格は参加国に対して強制力は有しないとされている
が，WTO協定下のTBT協定において，地理的な条
件等合理的な理由がない限りは，国内規格は国際
規格を基礎とすることとされている。

　（注3）　拙稿「日本農業再編からみた有機農産物認
証問題――有機農産物認証制度を考えるにあ
たっての今一つの視点――」本誌1998年10月号

　

　

　

　

　（1）　有機農業，環境保全型農業の全般

　　　　的経過と取組状況

　次に我が国における持続型農業の歴史を

概観しておくことが必要であるが，とりあ

えずその中心となる有機農業と環境保全型

農業の経過を振り返っておこう。

　戦後，農地改革をはじめとする食料確保

政策，自作農農政が推進されてきたが，1961

年に農業基本法が制定され，①農業と非農

業の生産性・所得格差の是正，②農業総生

産の増大，③農業従事者の福祉の向上，等

を柱とする近代化農政へとカジを切り替え

た。これにともない農業機械なり化学肥

料，農薬が導入されるようになり，近代的農

業の展開によって生産性は大幅に向上した。

　しかしながら，この“光”の裏側には1975

年に出版された有吉佐和子の「複合汚染」

に象徴されるような，生産者や消費者の健

康障害や地力の低下が発生するなど“影”

の部分が顕在化してきた。

　このような状況に対応して75年には，「環

境破壊を伴なわず地力を維持培養しつつ，

健康的で味の良い食物を生産する農法を探

求し，その確立に資すること」を目的にし

た日本有機農業研究会が発足した。「有機農

業」という言葉も確立し，食物の安全性を

求める消費者と生産者との直接の結びつき

をベースにした産直への取り組みも開始さ

れた。これが第一次ブームと呼ばれるもの

である。

　80年代半ばのチェルノブイリ原発事故等

にともなって環境問題が強く意識されるよ

うになり，第二次ブームとして安全・健康

指向が強まり有機農産物の需要は増大し

た。87年度の農業白書でも「高付加価値農

業」としての取り上げ方ではあるが，「有機

農業」がはじめて取り上げられることと

なった。

　そして現在は第三次ブームといわれてい

るが，有機食品，有機農産物を差別化商品

として量販店，外食産業が活発に導入する

ようになるとともに，宅配便をはじめとす

る宅配方式が有機農産物の家庭での消費拡

大に大きな役割を果たしてきた。

　しかしながら有機農業の普及・拡大は未

だしの感があり，有機農産物・食品はかな

り普及してきたとはいうものの特殊な商品

としての域は超えていないと言わざるを得

ない。

　一方，環境保全型農業は先に述べたよう

に92年に打ち出された概念であり，市町

村，農協ともその推進につとめてきたが，

残念ながらその普及状況は低位にとどまっ

ている。98年度の農業白書で環境保全型農

業への取組状況（97年，環境保全型農業調査

〈耕種部門〉）が取り上げられている。ここで

は環境保全型農業を別途「地域の通常の使

格は参加国に対して強制力は有しないとされている
が，WTO協定下のTBT協定において，地理的な条
件等合理的な理由がない限りは，国内規格は国際
規格を基礎とすることとされている。

　（注3）　拙稿「日本農業再編からみた有機農産物認
証問題――有機農産物認証制度を考えるにあ
たっての今一つの視点――」本誌1998年10月号

　

　

　

　

　（1）　有機農業，環境保全型農業の全般

　　　　的経過と取組状況

　次に我が国における持続型農業の歴史を

概観しておくことが必要であるが，とりあ

えずその中心となる有機農業と環境保全型

農業の経過を振り返っておこう。

　戦後，農地改革をはじめとする食料確保

政策，自作農農政が推進されてきたが，1961

年に農業基本法が制定され，①農業と非農

業の生産性・所得格差の是正，②農業総生

産の増大，③農業従事者の福祉の向上，等

を柱とする近代化農政へとカジを切り替え

た。これにともない農業機械なり化学肥

料，農薬が導入されるようになり，近代的農

業の展開によって生産性は大幅に向上した。

　しかしながら，この“光”の裏側には1975

年に出版された有吉佐和子の「複合汚染」

に象徴されるような，生産者や消費者の健

康障害や地力の低下が発生するなど“影”

の部分が顕在化してきた。

　このような状況に対応して75年には，「環

境破壊を伴なわず地力を維持培養しつつ，

健康的で味の良い食物を生産する農法を探

求し，その確立に資すること」を目的にし

た日本有機農業研究会が発足した。「有機農

業」という言葉も確立し，食物の安全性を

求める消費者と生産者との直接の結びつき

をベースにした産直への取り組みも開始さ

れた。これが第一次ブームと呼ばれるもの

である。

　80年代半ばのチェルノブイリ原発事故等

にともなって環境問題が強く意識されるよ

うになり，第二次ブームとして安全・健康

指向が強まり有機農産物の需要は増大し

た。87年度の農業白書でも「高付加価値農

業」としての取り上げ方ではあるが，「有機

農業」がはじめて取り上げられることと

なった。

　そして現在は第三次ブームといわれてい

るが，有機食品，有機農産物を差別化商品

として量販店，外食産業が活発に導入する

ようになるとともに，宅配便をはじめとす

る宅配方式が有機農産物の家庭での消費拡

大に大きな役割を果たしてきた。

　しかしながら有機農業の普及・拡大は未

だしの感があり，有機農産物・食品はかな

り普及してきたとはいうものの特殊な商品

としての域は超えていないと言わざるを得

ない。

　一方，環境保全型農業は先に述べたよう

に92年に打ち出された概念であり，市町

村，農協ともその推進につとめてきたが，

残念ながらその普及状況は低位にとどまっ

ている。98年度の農業白書で環境保全型農

業への取組状況（97年，環境保全型農業調査

〈耕種部門〉）が取り上げられている。ここで

は環境保全型農業を別途「地域の通常の使
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４．持続型農業への

　　取組経過と現状



      

用量に比べ化学肥料または農薬を節減した

もしくは使用しない農業」と定義づけ，全

国の水稲，野菜，果樹の生産指導・集出荷

に取り組んでいる約2,400の農協を対象に

行った調査の結果であるが，これによれば

取り組んでいる農家の比率は水稲，果樹で

５％，野菜は果菜類，根菜類等いずれも１％

にすぎない（第２表）。

　

　（2）　行政，農協系統の対応

　環境保全型農業に対する市町村なり農協

の支援状況は第３表のとおりで，半分弱

の市町村で支援をしているが，その中で

も農協よりは市町村で支援体制を講じて

いるところが多いのが現状である。

　また，有機農業・環境保全型農業に関

して栽培基準を設定している農協数をみ

たものが第４表であるが，米については

８割近い農協で設定しているものの，畜

産については約半数の農協で設定してい

るにとどまっている。

　JA　グループでは1997年に第21回全国

農協大会を開催し，今後の中期展望，取組

指針である「21世紀の展望をひらく――農

業の持続的発展と　JA　改革の実現」を決議し

ている。この中の「農業の再構築への取組

みと政策確立の推進」で「環境保全型農業

の推進と品質競争力の確保」「環境保全型農

業の確立に資するふん尿処理・活用対策の

確立」等が打ち出されており，全体におけ

る位置付けは小さいものの，全国の農協あ

げてこれに取り組んでいくこととされてい

る。しかしながら概して農協における体制

用量に比べ化学肥料または農薬を節減した

もしくは使用しない農業」と定義づけ，全

国の水稲，野菜，果樹の生産指導・集出荷

に取り組んでいる約2,400の農協を対象に

行った調査の結果であるが，これによれば

取り組んでいる農家の比率は水稲，果樹で

５％，野菜は果菜類，根菜類等いずれも１％

にすぎない（第２表）。

　

　（2）　行政，農協系統の対応

　環境保全型農業に対する市町村なり農協

の支援状況は第３表のとおりで，半分弱

の市町村で支援をしているが，その中で

も農協よりは市町村で支援体制を講じて

いるところが多いのが現状である。

　また，有機農業・環境保全型農業に関

して栽培基準を設定している農協数をみ

たものが第４表であるが，米については

８割近い農協で設定しているものの，畜

産については約半数の農協で設定してい

るにとどまっている。

　JA　グループでは1997年に第21回全国

農協大会を開催し，今後の中期展望，取組

指針である「21世紀の展望をひらく――農

業の持続的発展と　JA　改革の実現」を決議し

ている。この中の「農業の再構築への取組

みと政策確立の推進」で「環境保全型農業

の推進と品質競争力の確保」「環境保全型農

業の確立に資するふん尿処理・活用対策の

確立」等が打ち出されており，全体におけ

る位置付けは小さいものの，全国の農協あ

げてこれに取り組んでいくこととされてい

る。しかしながら概して農協における体制
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第3表　環境保全型農業の実施・支援等状況市町村割合
（単位　％）

市
町
村
数

現在行われている 現在行われていない

わ
か
ら
な
い

計

都 市 的 地 域
平 地 農 業 地 域
中 間 農 業 地 域
山 間 農 業 地 域

100.0（3,258）

100.0（　　671）
100.0（　　796）
100.0（1,053）
100.0（　　738）

44.3

42.6
48.1
45.4
40.4

制
を
採
っ
て
い
る

市
町
村
が
支
援
体

24.7

23.7
23.9
27.0
23.3

を
採
っ
て
い
る

農
協
が
支
援
体
制

5.7

5.5
8.2
5.3
3.9

採
っ
て
い
な
い

特
に
支
援
体
制
を

13.9

13.4
16.1
13.1
13.1

44.7

44.3
40.0
44.9
49.9

行
っ
て
い
る

及
・
働
き
か
け
を

市
町
村
と
し
て
普

3.7

2.7
3.5
3.9
4.7

行
う
予
定
あ
り

及
・
働
き
か
け
を

市
町
村
と
し
て
普

17.9

13.4
15.8
20.1
20.9

行
う
予
定
な
し

及
・
働
き
か
け
を

市
町
村
と
し
て
普

23.1

28.2
20.6
20.9
24.3

11.0

13.1
11.9
9.7
9.8

資料　農林水産省「農業農村環境整備状況調査」（平成６年９月調査）
（注）　（　）内は市町村数。

第2表　農業者の環境保全型農業への取組状況
（単位　戸，％）

水稲

野菜

果樹

実数

割合

107,300

5

果菜類

露地

14,900

1

施設

17,700

1

根菜類

16,200

1

葉茎菜類

25,300

1

23,200

5

資料　農林水産省「環境保全型農業調査（耕種部門）」（９年）
（注）　1.ここでの「環境保全型農業」とは，地域の通常の使用量に比

べ化学肥料または農薬を節減した，もしくは使用しない農業
である。

　　　2.調査対象は，全国の農協で水稲，野菜及び果樹の生産指導・
集出荷に取り組んでいる約2,400の農協である。

　　　3.割合は，95年農業センサスにおける各作物別農家戸数（水稲
2,301千戸，野菜1,968千戸，果樹494千戸）に対する割合であ
る。

　　　4.各区分ごとの農家戸数には相互に重複があり得る。



      

整備は遅れているのが現状である。

　

　（3）　技術的対応

　農業の歴史が始まって以来，病害虫対策

として様々な工夫がこらされてきており，

戦前には注油駆除法（「水面に油を滴下して

おいてから，稲に寄食するウンカ類をほうき

のようなもので払い落とし，これを殺滅する

のがねらいだが，当初この油には鯨油が用い

られた」
（注4）

）誘ガ灯，耕種的防除法（「耕種的方

法を通じて害虫による作物の被害を回避しよ

うとするもので，その内容も多岐にわた

る。」
（注5）

）をはじめとする様々な対応が行われ

ており，これらは薬剤にはほとんど頼るこ

とがない，自然的・有機的な防除方法で

あった。

　しかしながら農業の近代化にともなって

農薬，化学肥料が大量に使用されるように

なり，1960年代には“農薬

危害”等の発生がみられる

ようになった。こうした中

で有機農業への取り組み

とは一線を画して，“農薬

危害”を軽減させるために

「総合防除」が提言・推進

されてきた。総合防除は

Integrated Pest Management

（＝IPM）の訳語で，総合的

病害虫管理等とも言われ

ている。IPMは「（1）複数の

防除法の合理的統合，（2）

経済的被害許容水準，およ

び（3）害虫個体群のシステ

ム管理」であって，「防除手段の統合には，

土着天敵の働きなど自然制御要因を基本に

し（基幹的防除法），その働きが不十分な時

に化学的防除などを付加する形で行われる

（副次的防除法）。合理的統合にあたって

は，後者が前者に与える影響を最小限に留

めなければならない。…IPMは無農薬の思想

ではなく，IPMのスキームに合う化学的防除

法などの積極的開発と利用を目指し」
（注6）

）たも

のであって，FAO　の呼び掛けにより各国で

取り組みが行われるようになり，我が国で

は深谷昌次氏，桐谷圭治氏らが中心となっ

て提唱・推進してきたものである。

　しかしながら「総合防除」の用語自体は

かなり流布されるようになったが，現状で

もさほどの広がりはみていない。その原因

として，

　 ①発生量や被害の予測モデルの研究が

整備は遅れているのが現状である。

　

　（3）　技術的対応

　農業の歴史が始まって以来，病害虫対策

として様々な工夫がこらされてきており，

戦前には注油駆除法（「水面に油を滴下して

おいてから，稲に寄食するウンカ類をほうき

のようなもので払い落とし，これを殺滅する

のがねらいだが，当初この油には鯨油が用い

られた」
（注4）

）誘ガ灯，耕種的防除法（「耕種的方

法を通じて害虫による作物の被害を回避しよ

うとするもので，その内容も多岐にわた

る。」
（注5）

）をはじめとする様々な対応が行われ

ており，これらは薬剤にはほとんど頼るこ

とがない，自然的・有機的な防除方法で

あった。

　しかしながら農業の近代化にともなって

農薬，化学肥料が大量に使用されるように

なり，1960年代には“農薬

危害”等の発生がみられる

ようになった。こうした中

で有機農業への取り組み

とは一線を画して，“農薬

危害”を軽減させるために

「総合防除」が提言・推進

されてきた。総合防除は

Integrated Pest Management

（＝IPM）の訳語で，総合的

病害虫管理等とも言われ

ている。IPMは「（1）複数の

防除法の合理的統合，（2）

経済的被害許容水準，およ

び（3）害虫個体群のシステ

ム管理」であって，「防除手段の統合には，

土着天敵の働きなど自然制御要因を基本に

し（基幹的防除法），その働きが不十分な時

に化学的防除などを付加する形で行われる

（副次的防除法）。合理的統合にあたって

は，後者が前者に与える影響を最小限に留

めなければならない。…IPMは無農薬の思想

ではなく，IPMのスキームに合う化学的防除

法などの積極的開発と利用を目指し」
（注6）

）たも

のであって，FAO　の呼び掛けにより各国で

取り組みが行われるようになり，我が国で

は深谷昌次氏，桐谷圭治氏らが中心となっ

て提唱・推進してきたものである。

　しかしながら「総合防除」の用語自体は

かなり流布されるようになったが，現状で

もさほどの広がりはみていない。その原因

として，

　 ①発生量や被害の予測モデルの研究が「
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第4表　有機農業・環境保全型農業に関し
　　　　栽培基準を設定している農協数

（単位　農協数，％）

資料　農協全中「農協の活動に関する全国一斉調査結果報告」
（注）　1996年の数字は暫定値。

米 野　　菜 畜　産

設 定 な し

農協数
（構成比）

農協数
（構成比）

735
（100.0）

162
（22.0）

827
（100.0）

242
（29.3）

663
（100.0）

238
（35.9）

827
（100.0）

389
（47.0）

427
（100.0）

198
（46.4）

1996年 96 96

合 　 　 計

93 93

農協数
（構成比）

農協数
（構成比）

41
（5.6）

89
（12.1）

48
（5.8）

146
（17.7）

64
（9.7）

40
（6.0）

47
（5.7）

30
（3.6）

43
（10.1）

33
（7.7）

設

定

し

て

い

る

農協数
（構成比）

農協数
（構成比）

300
（40.8）

103
（14.0）

229
（27.7）

70
（8.5）

192
（29.0）

77
（11.6）

185
（22.4）

81
（9.8）

87
（20.4）

24
（5.6）

不 明 ・
無 回 答

農協数
（構成比）

農協数
（構成比）

40
（5.4）

－
（－）

46
（5.6）

46
（5.6）

50
（7.5）

2
（0.3）

59
（7.1）

36
（4.4）

41
（9.6）

1
（0.2）

行　政　庁

県　　連

農協独自

生協等と協議

そ　の　他



      

十分でない。

　②化学農薬以外の防除手段の開発

が遅れている。

　③地域の害虫密度を低下させるに

は，地域全体で防除を実施する必

要がある。

　④化学農薬によるスケジュール防

除が慣行化している。

　⑤作物の外観，品質が極めて重視さ

れ，EIL
（注7）

以下なら害虫の存在をも

許容するという気風に欠ける。

　⑥総合的害虫管理は化学農薬によ

る防除より高度な技術を必要と

する。」
（注8）

が指摘されている。

　また，IPM　推進当初の複数の防除法の組

み合わせにより農薬・化学肥料の使用量を

減少させていくという考え方が，逆に推進

する過程では農薬・化学肥料の使用がここ

までは可能であり，むしろ積極的に使用す

べしという考え方へと転換し，これが農

薬・化学肥料の販売促進と結びつくことに

よって，総合防除，IPM　が「農薬売らんか

な」の誤ったイメージで受け止められるよ

うになったことを指摘するむきもある。 

　このように総合防除はまさに持続型農業

を先取りする考え方・技法であったが，現

在では過去の遺物と化した感もなきにしも

あらずであった。しかしながら昨今の自然

循環機能の重視等の中でにわかに脚光を浴

びつつある。

　ところで環境保全型農業ではどのような

技術的な取り組みが行われているのかをみ

たものが第５表である。堆きゅう肥の投入

が大宗を占め，化学農薬の投入量の節減，

土壌診断による施肥量の適正化，発生予察

による適期防除の徹底等がこれに次いでお

り，天敵の利用，対抗植物の栽培，性フェ

ロモン剤の利用等海外先進国で広く導入さ

れている　IPM　技法はほとんど普及しておら

ず，土づくり，農薬の節減の単発での取り

組みに限定されている。

　（注4）　深谷昌次・桐谷圭治『総合防除』10頁
　（注5）　（注4）に同じ。13頁
　（注6）　中筋房夫『IPMの概念と現状』
　（注7）　「経済的被害許容水準（economic injury 
level,EIL）」中筋房夫『総合的害虫管理学』48頁

　（注8）　中筋房夫・大林延夫・藤家 梓『害虫防除』141
頁

　

　

　

　我が国の持続型農業への取組経過・現状

は以上のとおりであるが，こうした経過・

現状を踏まえて今後，持続型農業を本格的

十分でない。

　②化学農薬以外の防除手段の開発

が遅れている。

　③地域の害虫密度を低下させるに

は，地域全体で防除を実施する必

要がある。

　④化学農薬によるスケジュール防

除が慣行化している。

　⑤作物の外観，品質が極めて重視さ

れ，EIL
（注7）

以下なら害虫の存在をも

許容するという気風に欠ける。

　⑥総合的害虫管理は化学農薬によ

る防除より高度な技術を必要と

する。」
（注8）

が指摘されている。

　また，IPM　推進当初の複数の防除法の組

み合わせにより農薬・化学肥料の使用量を

減少させていくという考え方が，逆に推進

する過程では農薬・化学肥料の使用がここ

までは可能であり，むしろ積極的に使用す

べしという考え方へと転換し，これが農

薬・化学肥料の販売促進と結びつくことに

よって，総合防除，IPM　が「農薬売らんか

な」の誤ったイメージで受け止められるよ

うになったことを指摘するむきもある。 

　このように総合防除はまさに持続型農業

を先取りする考え方・技法であったが，現

在では過去の遺物と化した感もなきにしも

あらずであった。しかしながら昨今の自然

循環機能の重視等の中でにわかに脚光を浴

びつつある。

　ところで環境保全型農業ではどのような

技術的な取り組みが行われているのかをみ

たものが第５表である。堆きゅう肥の投入

が大宗を占め，化学農薬の投入量の節減，

土壌診断による施肥量の適正化，発生予察

による適期防除の徹底等がこれに次いでお

り，天敵の利用，対抗植物の栽培，性フェ

ロモン剤の利用等海外先進国で広く導入さ

れている　IPM　技法はほとんど普及しておら

ず，土づくり，農薬の節減の単発での取り

組みに限定されている。

　（注4）　深谷昌次・桐谷圭治『総合防除』10頁
　（注5）　（注4）に同じ。13頁
　（注6）　中筋房夫『IPMの概念と現状』
　（注7）　「経済的被害許容水準（economic injury 
level,EIL）」中筋房夫『総合的害虫管理学』48頁

　（注8）　中筋房夫・大林延夫・藤家 梓『害虫防除』141
頁

　

　

　

　我が国の持続型農業への取組経過・現状

は以上のとおりであるが，こうした経過・

現状を踏まえて今後，持続型農業を本格的
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５．海外先進国の取組状況

実践状況 うち重視事項

土
づ
く
り

施
肥
・

土壌診断による施肥量の適正化
側条施肥等の効率的な施肥形態の導入
緩行性肥料の導入
堆きゅう肥の投入（家畜ふん尿等）
地力増進作物（れんげ等）の栽培

41.3
21.0
20.9
81.2
30.2

15.8
4.3
3.4
49.8
5.3

第5表　環境保全型農業の主な実践状況（全国，複数回答）
（単位　％）

資料　第５表に同じ
（注）　1.　本調査は，全市町村（3,258市町村）を対象に行ったものである。
　　　2.　実践状況とは，市町村が，該当する項目すべてに回答した割合

であり，重視事項とは，施肥・土づくり，防除，輪作体系等の区
分ごとに一つ回答した割合である。

防
　
　
除

化学農薬の投入量の節減
発生予察による適期防除の徹底
病害虫抵抗性品種・台木の導入
べたがけ資材の利用
性フェロモン剤の利用
天敵の利用
対抗植物（マリーゴールド等）の栽培

59.0
40.3
17.1
11.7
8.4
7.0
6.0

35.3
20.3
3.7
2.1
2.8
2.3
1.1

体
系
等

輪
作 畑作物・野菜等の輪作体系の確立

田畑輪換
37.8
15.3

29.1
8.8



      

に展開していかなければならない。農業は

きわめて地域性が強く，かつ自然に大きく

左右されるものであることから，海外の取

り組みを単純に我が国に移入することはき

わめて問題が多いと判断されるが，その先

進国で取り組みが進展してきた理由を確認

しておくことは，我が国での展開に一定の

示唆を与えるものであると思われる
（注9）

。

　以下，持続型農業の先進国であり，好対

照の関係にあるアメリカとスイスにおける

展開でポイントとなる点を中心に紹介す

る。

　なお，これと合わせて気候風土等自然条

件をほぼ共通にする韓国等近隣諸国につい

てもみておくことが必要であるが，スペー

スの関係から本誌今月号別稿「韓国・中国

の持続型農業政策の現状──東アジア型持

続型農業確立への挑戦──」として別建てに

しているので，これを参照願いたい。

　（注9）　世界各国の有機農業への取組状況について
は，拙稿「オーストリア，スイスの有機農業の動
向と農業政策──有機農業最先進国が教えてい
るもの──」本誌1998年10月号を参照

　

　（1）　アメリカ

　アメリカでは1985年から　LISA（Low Input

Sustainable Agriculture，低投入持続型農業）

によって環境負荷の軽い農業を推進してき

た。その軸になっているのが　IPM　であり，

93年，全米の耕地面積の75％が2000年には

　IPM　によって生産されることを国家目標と

することが打ち出されている。この　LISA　と

IPM　を中心にアメリカにおける持続型農業

への取組実態，その必然性，さらには課題

等をみてみる
（注10）

。 

　（注10）　詳しくは，拙稿「アメリカにおける持続型
農業への取組実態──IPMを中心とした取り組み
のカギを握る遺伝子組み換え作物──」（『総研レ
ポート』1999年９月発行予定）を参照のこと。

　

　ａ．農政の展開と助成措置

　アメリカでは1996年農業法により生産調

整と不足払いとを廃止し，７年間を限度と

する固定支払いを導入するとともに，野

菜・果樹を別として作付けを完全自由化す

るなど抜本的改革を実施したが，環境保全

政策という面でエポックを画したのは85年

農業法であった。

　80年代に入ってアメリカ農業は深刻な不

況に陥ったが，「この不況の主な要因は，マ

クロ経済の面からは80年代中頃までの高金

利・ドル高政策であり，農業サイドからは

70年代の好況時における農業への過剰投資

であった。つまり，70年代のアメリカ農業

が過度に輸出依存型になってしまった反動

が，国際農産物市場の価格低迷とともに現

れたことが，この80年代の農業・農村不況

の主因であった。
（注11）

」

　こうした不況を打開するために「農業保

護的色彩の強い81年農業法に抜本的な改革

を加え，政府の介入を極力避けることによ

り，財政負担の軽減をはかることを主なね

らい
（注12）

」として，「①目標価格の毎年５％引き

下げと５年後の不足払い制度の廃止，②不

足払い限度額の段階的引き下げ，そして③

減反の廃止であった。一言でいえば，市場

原理にもとづく市場志向型の農業政策が目

標とされたのである。
（注13）

」

に展開していかなければならない。農業は

きわめて地域性が強く，かつ自然に大きく

左右されるものであることから，海外の取

り組みを単純に我が国に移入することはき

わめて問題が多いと判断されるが，その先

進国で取り組みが進展してきた理由を確認

しておくことは，我が国での展開に一定の

示唆を与えるものであると思われる
（注9）

。

　以下，持続型農業の先進国であり，好対

照の関係にあるアメリカとスイスにおける

展開でポイントとなる点を中心に紹介す

る。

　なお，これと合わせて気候風土等自然条

件をほぼ共通にする韓国等近隣諸国につい

てもみておくことが必要であるが，スペー

スの関係から本誌今月号別稿「韓国・中国

の持続型農業政策の現状──東アジア型持

続型農業確立への挑戦──」として別建てに

しているので，これを参照願いたい。

　（注9）　世界各国の有機農業への取組状況について
は，拙稿「オーストリア，スイスの有機農業の動
向と農業政策──有機農業最先進国が教えてい
るもの──」本誌1998年10月号を参照

　

　（1）　アメリカ

　アメリカでは1985年から　LISA（Low Input

Sustainable Agriculture，低投入持続型農業）

によって環境負荷の軽い農業を推進してき

た。その軸になっているのが　IPM　であり，

93年，全米の耕地面積の75％が2000年には

　IPM　によって生産されることを国家目標と

することが打ち出されている。この　LISA　と

IPM　を中心にアメリカにおける持続型農業

への取組実態，その必然性，さらには課題

等をみてみる
（注10）

。 

　（注10）　詳しくは，拙稿「アメリカにおける持続型
農業への取組実態──IPMを中心とした取り組み
のカギを握る遺伝子組み換え作物──」（『総研レ
ポート』1999年９月発行予定）を参照のこと。

　

　ａ．農政の展開と助成措置

　アメリカでは1996年農業法により生産調

整と不足払いとを廃止し，７年間を限度と

する固定支払いを導入するとともに，野

菜・果樹を別として作付けを完全自由化す

るなど抜本的改革を実施したが，環境保全

政策という面でエポックを画したのは85年

農業法であった。

　80年代に入ってアメリカ農業は深刻な不

況に陥ったが，「この不況の主な要因は，マ

クロ経済の面からは80年代中頃までの高金

利・ドル高政策であり，農業サイドからは

70年代の好況時における農業への過剰投資

であった。つまり，70年代のアメリカ農業

が過度に輸出依存型になってしまった反動

が，国際農産物市場の価格低迷とともに現

れたことが，この80年代の農業・農村不況

の主因であった。
（注11）

」

　こうした不況を打開するために「農業保

護的色彩の強い81年農業法に抜本的な改革

を加え，政府の介入を極力避けることによ

り，財政負担の軽減をはかることを主なね

らい
（注12）

」として，「①目標価格の毎年５％引き

下げと５年後の不足払い制度の廃止，②不

足払い限度額の段階的引き下げ，そして③

減反の廃止であった。一言でいえば，市場

原理にもとづく市場志向型の農業政策が目

標とされたのである。
（注13）

」
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　こうした一方で環境保全政策として　LISA

が導入されたわけで，競争原理・市場志向

型の政策と併行して環境保全政策が位置付

けられることになった。環境保全政策の中

心を担ってきたのが　LISA　であるが，これに

先立って82年には長期休耕とともに休耕地

への植物による被覆や植林を義務づけた

「土壌保全留保計画」（CRP）が導入されてい

る。そして85年農業法でこれに加えて　LISA

　のほか，土壌罰則（Sadbuster），湿地罰則

（Swampbuster），保全遵守（Conservation Com‐

pliance）が導入された。90年，96年農業法

で価格支持や農業補助金などの農業計画関

連条項が見直されるとともに，食品の安全

性，環境保護，消費者対策などについても

維持・強化されてきた。すなわち85年農業

法で導入された土壌罰則等は若干の修正，

調整がはかられながらも基本的には継続さ

れ，さらには90年農業法で次の６項目があ

らたに導入された。

　①農薬使用の記帳義務

　②水質保全助成

　③湿地保全計画

　④有機農産物の基準設定と表示

　⑤「持続的農業に関する研究」への支出

　⑥農務省内に「環境評価室」を設置

　96年農業法では85年，90年導入・継続さ

れた諸政策が維持・強化されるとともに，

「環境の質改善計画」（EQIP）が導入され，

「土壌流出の防止，湿地帯や森林の保全ある

いは復元，水質汚染の防止」のほか，「特に

畜産地帯における糞尿処理方法の改善を

通じて，河川や湖沼への環境負荷防止措置
（注14）

」

も講じられるようになるとともに，「野生生

物生息地促進計画」（WHIP）が導入され，「休

耕地，非休耕地，湿地別に，野生生物，と

りわけ絶滅危惧種のリストに掲載されてい

る動植物の生息地を積極的に守るために環

境改善を奨励するものであり，今後７年間

は毎年5000万ドルの政府資金が投入」され

ることになった。

　（注11）　嘉田良平『世界各国の環境保全型農業』36
頁

　（注12）　（注4）に同じ。36頁
　（注13）　（注4）に同じ。36頁
　（注14）　（注4）に同じ。59頁
　

　ｂ．LISAとSARE

　（ａ）　LISAの定義

　まず持続型農業（Sustainable Agriculture）

の定義をみておくと，「①人類の食糧ニーズ

を満たし，②農業が関係する環境の質と天

然資源の生産力をともに増進させ，③再生

不可能な資源とその他の農業資源を最も効

率的に利用し，自然生態系の力を可能な限

り活用すること，④農業経営を経済的にも

自立可能とすること，⑤農業者および社会

全体の生活の質を高めること，という五つ

の条件を長期にわたって満たすところの，

地域固有の植物および動物生産にかか

わる包括的な農業システム」とされている
（注15）

。

　こうした農業を推進していくものとして

85年農業法で　LISA　が打ち出されたわけで

あるが，これはさらに「資源の再生産と再

利用を可能にし，農薬・化学肥料の投入量

を必要最小限に抑えることによって，地域

資源と環境を保全しつつ一定の収益性を確

保し，しかも，より安全な食糧生産に寄与

　こうした一方で環境保全政策として　LISA

が導入されたわけで，競争原理・市場志向

型の政策と併行して環境保全政策が位置付

けられることになった。環境保全政策の中

心を担ってきたのが　LISA　であるが，これに

先立って82年には長期休耕とともに休耕地

への植物による被覆や植林を義務づけた

「土壌保全留保計画」（CRP）が導入されてい

る。そして85年農業法でこれに加えて　LISA

　のほか，土壌罰則（Sadbuster），湿地罰則

（Swampbuster），保全遵守（Conservation Com‐

pliance）が導入された。90年，96年農業法

で価格支持や農業補助金などの農業計画関

連条項が見直されるとともに，食品の安全

性，環境保護，消費者対策などについても

維持・強化されてきた。すなわち85年農業

法で導入された土壌罰則等は若干の修正，

調整がはかられながらも基本的には継続さ

れ，さらには90年農業法で次の６項目があ

らたに導入された。

　①農薬使用の記帳義務

　②水質保全助成

　③湿地保全計画

　④有機農産物の基準設定と表示

　⑤「持続的農業に関する研究」への支出

　⑥農務省内に「環境評価室」を設置

　96年農業法では85年，90年導入・継続さ

れた諸政策が維持・強化されるとともに，

「環境の質改善計画」（EQIP）が導入され，

「土壌流出の防止，湿地帯や森林の保全ある

いは復元，水質汚染の防止」のほか，「特に

畜産地帯における糞尿処理方法の改善を

通じて，河川や湖沼への環境負荷防止措置
（注14）

」

も講じられるようになるとともに，「野生生

物生息地促進計画」（WHIP）が導入され，「休

耕地，非休耕地，湿地別に，野生生物，と

りわけ絶滅危惧種のリストに掲載されてい

る動植物の生息地を積極的に守るために環

境改善を奨励するものであり，今後７年間

は毎年5000万ドルの政府資金が投入」され

ることになった。

　（注11）　嘉田良平『世界各国の環境保全型農業』36
頁

　（注12）　（注4）に同じ。36頁
　（注13）　（注4）に同じ。36頁
　（注14）　（注4）に同じ。59頁
　

　ｂ．LISAとSARE

　（ａ）　LISAの定義

　まず持続型農業（Sustainable Agriculture）

の定義をみておくと，「①人類の食糧ニーズ

を満たし，②農業が関係する環境の質と天

然資源の生産力をともに増進させ，③再生

不可能な資源とその他の農業資源を最も効

率的に利用し，自然生態系の力を可能な限

り活用すること，④農業経営を経済的にも

自立可能とすること，⑤農業者および社会

全体の生活の質を高めること，という五つ

の条件を長期にわたって満たすところの，

地域固有の植物および動物生産にかか

わる包括的な農業システム」とされている
（注15）

。

　こうした農業を推進していくものとして

85年農業法で　LISA　が打ち出されたわけで

あるが，これはさらに「資源の再生産と再

利用を可能にし，農薬・化学肥料の投入量

を必要最小限に抑えることによって，地域

資源と環境を保全しつつ一定の収益性を確

保し，しかも，より安全な食糧生産に寄与
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しようとする農法の体系」と定義されると

している
（注16）

。

　

　（ｂ）　LISAの取組内容

　そして　LISA　では，

　①生産性・収益性の維持

　②資源・環境の保全

　③農業者の健康と農産物の安全性確保

という三つの目標が掲げられており，その

具体的手段として，

　①作付体系の見直し，特に輪作（ローテー

ション）の導入

　②IPM　の推進

　③土壌と水の保全のための耕作方法の見

直し

　④ふん尿その他の有機物および緑肥のさ

らなる利用

　⑤耕種と畜産との複合化

があげられている
（注17）

。

　ところで持続型農業を推進していくため

のメインプログラムが　LISA　ということに

なるが，USDA（U.S. Department of Agriculture

米農務省）が所管する他のプロジェクトと

して　IPM，CRP　等があるほか，EPA（Environ‐

mental Protection Agency　米環境保護局）が

所管する　ACE（Agriculture in Concert with 

the Environment）があり，これらが地域，

ケースによって使い分けられ，総合的に持

続型農業が推し進められている。

　LISA　は研究開発と普及・教育に大別さ

れて推進体制が構築されており，研究開発

は農業研究局（Agricultural Research Sear‐

vice）と各州にある農業試験場にそれぞれ

予算が交付され，取り組みが行われている。

また，普及・教育についてはSARE（Sustain‐

able Agriculture Research and Education，持

続的農業研究・教育プログラム）によって進

められている
（注18）

。

　

　（ｃ）　LISAからSAREへ

　LISA　は当初，USDA　から交付される助成金

により，州立大学での研究・教育から取り

組みが開始された。

　しかしながら　LISA　は　Low Input　が“低投

入・低収量”という誤解なり否定的イメー

ジを与えたこと，主に穀物生産に重点が置

かれたこと，さらには政治的なものとして

受け止められたこと等から農家の抵抗が大

きく，現在では　LISA　とは呼ばれずに，その

中の一つのプログラムである　SARE　で代表

して呼ばれるようになっている。これにと

もない　SARE　の概念は単なる研究・教育の

プログラムにとどまらず，土壌管理，害虫

管理はもちろんのこと，環境問題，生活の

質等社会的側面をも含むようになってきて

おり，利益・マーケティングをも重視し，

付加価値を実現していくこともねらいとす

るようになってきている。

　（注15）　（注4）に同じ。1990年における定義であ
る。45頁

　（注16）　（注4）に同じ。37頁
　（注17）　（注4）に同じ。37～38頁
　（注18）　（注4）に同じ。47頁
　

　ｃ．IPM

　（ａ）　IPMの定義

　このLISA（SARE）の取組内容の柱となって

いるのが　IPM　である。IPM　は，アメリカでは

しようとする農法の体系」と定義されると

している
（注16）

。

　

　（ｂ）　LISAの取組内容

　そして　LISA　では，

　①生産性・収益性の維持

　②資源・環境の保全

　③農業者の健康と農産物の安全性確保

という三つの目標が掲げられており，その

具体的手段として，

　①作付体系の見直し，特に輪作（ローテー

ション）の導入

　②IPM　の推進

　③土壌と水の保全のための耕作方法の見

直し

　④ふん尿その他の有機物および緑肥のさ

らなる利用

　⑤耕種と畜産との複合化

があげられている
（注17）

。

　ところで持続型農業を推進していくため

のメインプログラムが　LISA　ということに

なるが，USDA（U.S. Department of Agriculture

米農務省）が所管する他のプロジェクトと

して　IPM，CRP　等があるほか，EPA（Environ‐

mental Protection Agency　米環境保護局）が

所管する　ACE（Agriculture in Concert with 

the Environment）があり，これらが地域，

ケースによって使い分けられ，総合的に持

続型農業が推し進められている。

　LISA　は研究開発と普及・教育に大別さ

れて推進体制が構築されており，研究開発

は農業研究局（Agricultural Research Sear‐

vice）と各州にある農業試験場にそれぞれ

予算が交付され，取り組みが行われている。

また，普及・教育についてはSARE（Sustain‐

able Agriculture Research and Education，持

続的農業研究・教育プログラム）によって進

められている
（注18）

。

　

　（ｃ）　LISAからSAREへ

　LISA　は当初，USDA　から交付される助成金

により，州立大学での研究・教育から取り

組みが開始された。

　しかしながら　LISA　は　Low Input　が“低投

入・低収量”という誤解なり否定的イメー

ジを与えたこと，主に穀物生産に重点が置

かれたこと，さらには政治的なものとして

受け止められたこと等から農家の抵抗が大

きく，現在では　LISA　とは呼ばれずに，その

中の一つのプログラムである　SARE　で代表

して呼ばれるようになっている。これにと

もない　SARE　の概念は単なる研究・教育の

プログラムにとどまらず，土壌管理，害虫

管理はもちろんのこと，環境問題，生活の

質等社会的側面をも含むようになってきて

おり，利益・マーケティングをも重視し，

付加価値を実現していくこともねらいとす

るようになってきている。

　（注15）　（注4）に同じ。1990年における定義であ
る。45頁

　（注16）　（注4）に同じ。37頁
　（注17）　（注4）に同じ。37～38頁
　（注18）　（注4）に同じ。47頁
　

　ｃ．IPM

　（ａ）　IPMの定義

　このLISA（SARE）の取組内容の柱となって

いるのが　IPM　である。IPM　は，アメリカでは
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「経済・健康および環境に対するリスクを

最小にすべく，生物的，耕種的，物理的お

よび化学的手段を組み合わせることにより

病害虫などを制御する持続的アプローチ」

と定義されている
（注19）

。

　IPM　は「生物的，耕種的，物理的および化

学的手段」を組み合わせて，農薬・化学肥

料の使用を最小限に抑えるものであり，と

もすれば　IPM　イコール減農薬・減化学肥料

のように，表層的にとらえられがちである

が，あくまでその本質は環境への負荷を軽

減し，持続的であるところにある。

　

　（ｂ）　IPMへの取り組み

　アメリカでも早くから　IPM　への取り組み

は行われてきたが，農業生産による環境問

題が深刻化し，LISA　等により持続型農業の

必要性が強調されるようになったのにとも

なって，そのための具体的手段として　IPM　

が広く注目されるようになった。

　こうした流れを受けて，93年９月の　USDA,

EPA，FDA（Food　and　Drug　Administration　食

品医薬品局）合同の公聴会で，2000年に全米

の耕地面積の75％が　IPM　によって生産され

ることを国家目標とすることが打ち出さ

れ，翌94年に戦略プランとして正式に決定

された。　既に　USDA　は　IPMプロジェクトを

設けてはいたが，これにより　LISA，SARE　の

基本柱として　IPM　が位置付けられるように

なったものである。

　ただし，国家目標が設定されたとはい

え，EU　等と比較してボランタリーでの取り

組みが多く，民間のコンサルタントも多数

存在しており，大学はこうしたコンサルタ

ントの教育についても重要な役割を担って

いるなど，基本的には民間主導型での取り

組みが続けられている。

　

　（ｃ）　IPMの普及状況

　IPM　の現時点における全般的な普及状況

については，全国集計数値はなく，けっこ

う普及してはいるものの，目標とは大きな

乖離がある，と言わざるを得ない。

　IPM　への取り組みが特に熱心なのがカリ

フォルニア州，テキサス州，フロリダ州な

ど，総じて農業の盛んな州であるが，州に

よって取り組みには跛行性が大きい。IPM　

は「定期的モニタリングと経済的な生産デ

ザイン」を行っているベーシックレベルか

らほとんど有機栽培に近いバイオ・インテ

ンシブなレベルまで幅が大きく，どこで線

を引くかによって普及レベルの評価は異

なってくる。最も取り組みが進んでいるカ

リフォルニア州の場合で，ベーシックレベ

ルでは70％，バイオ・インテンシブレベル

では８～10％とみられている
（注20）

。

　また，テキサス州では主要作物である綿

花の68％，マイロの85％，トウモロコシや

ピーナッツのほとんどがベーシックレベル

での　IPM　によって生産が行われている
（注21）

。

　IPM　への取り組みがすすむにしたがっ

て，農薬の使用量は大きく減少しており，

品質の改善や生産コストの低下もみられる
（注22）

。

　また，IPM　普及のカギを握っているのは　

IPM　の実行が現実に生産者に利益をもたら

すかどうかであり，ある程度以上の経済的

「経済・健康および環境に対するリスクを

最小にすべく，生物的，耕種的，物理的お

よび化学的手段を組み合わせることにより

病害虫などを制御する持続的アプローチ」

と定義されている
（注19）

。

　IPM　は「生物的，耕種的，物理的および化

学的手段」を組み合わせて，農薬・化学肥

料の使用を最小限に抑えるものであり，と

もすれば　IPM　イコール減農薬・減化学肥料

のように，表層的にとらえられがちである

が，あくまでその本質は環境への負荷を軽

減し，持続的であるところにある。

　

　（ｂ）　IPMへの取り組み

　アメリカでも早くから　IPM　への取り組み

は行われてきたが，農業生産による環境問

題が深刻化し，LISA　等により持続型農業の

必要性が強調されるようになったのにとも

なって，そのための具体的手段として　IPM　

が広く注目されるようになった。

　こうした流れを受けて，93年９月の　USDA,

EPA，FDA（Food　and　Drug　Administration　食

品医薬品局）合同の公聴会で，2000年に全米

の耕地面積の75％が　IPM　によって生産され

ることを国家目標とすることが打ち出さ

れ，翌94年に戦略プランとして正式に決定

された。　既に　USDA　は　IPMプロジェクトを

設けてはいたが，これにより　LISA，SARE　の

基本柱として　IPM　が位置付けられるように

なったものである。

　ただし，国家目標が設定されたとはい

え，EU　等と比較してボランタリーでの取り

組みが多く，民間のコンサルタントも多数

存在しており，大学はこうしたコンサルタ

ントの教育についても重要な役割を担って

いるなど，基本的には民間主導型での取り

組みが続けられている。

　

　（ｃ）　IPMの普及状況

　IPM　の現時点における全般的な普及状況

については，全国集計数値はなく，けっこ

う普及してはいるものの，目標とは大きな

乖離がある，と言わざるを得ない。

　IPM　への取り組みが特に熱心なのがカリ

フォルニア州，テキサス州，フロリダ州な

ど，総じて農業の盛んな州であるが，州に

よって取り組みには跛行性が大きい。IPM　

は「定期的モニタリングと経済的な生産デ

ザイン」を行っているベーシックレベルか

らほとんど有機栽培に近いバイオ・インテ

ンシブなレベルまで幅が大きく，どこで線

を引くかによって普及レベルの評価は異

なってくる。最も取り組みが進んでいるカ

リフォルニア州の場合で，ベーシックレベ

ルでは70％，バイオ・インテンシブレベル

では８～10％とみられている
（注20）

。

　また，テキサス州では主要作物である綿

花の68％，マイロの85％，トウモロコシや

ピーナッツのほとんどがベーシックレベル

での　IPM　によって生産が行われている
（注21）

。

　IPM　への取り組みがすすむにしたがっ

て，農薬の使用量は大きく減少しており，

品質の改善や生産コストの低下もみられる
（注22）

。

　また，IPM　普及のカギを握っているのは　

IPM　の実行が現実に生産者に利益をもたら

すかどうかであり，ある程度以上の経済的
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側面での満足が得られることが普及の現実

的条件となっている。

　なお，大豆，トウモロコシ，小麦生産で

の　IPM　への取り組みは少なく，野菜・果

樹・畜産での小規模・家族経営での取り組

みが増加する傾向がある
（注23）

。

　ところで，生産農家には広く知られるよ

うになった　IPM　も，一般国民，消費者への

浸透は不十分であり，これからの大きな課

題となっている
（注24）

。

　

　（ｄ）　IPMをめぐる議論

　IPM　の普及・拡大にともなって様々な角

度，レベルでの議論が展開されており，我

が国での取り組みを検討していくにあたっ

て貴重な示唆を与えている。

　

　ア．IPM　と有機栽培

　第２図でみたように持続性の高い農業，

IPM，有機栽培を関係づけることができる

が，技術的には類似点が多く，むしろ相違

点は少ない。最大の違いは有機栽培では一

切合成農薬・化学肥料は使わないこと，遺

伝子組み換え作物は含まないことにある。

　手段なり技術的な面については当然のこ

とながら認識は統一されているが，IPM　と

有機栽培の相互の関係についての考え方に

ついては学者・研究者等によって見解が分

かれている。すなわち，究極の目標として

有機栽培を位置付け，IPM　をそこにたどり

着くまでの中間的段階として考えるものが

一つである
（注25）

。

　もう一方の見解は，IPM　はあくまで慣行

農業をベースに減農薬・減化学肥料をは

かったものであり，行き着くところが有機

栽培になるわけではない，だからこそ適当

な手段を組み合わせた懸命な方法であり，

より広範に普及する可能性があるとするも

のである
（注26）

。

　この見解の相違は有機栽培についての哲

学の違いから派生したものであるが，後者

の場合は有機栽培はエコロジカルブームを

背景にした消費者需要に対応したもので

あって，価格も高く，あくまでマーケティ

ングを指向したニッチな商品と考えている

ところからの発想と言うこともできる。

　

　イ．IPM　とSARE

　IPM　は，当初は特定の害虫に対するアプ

ローチという色彩の強いものであったが，

現在では輪作，堆肥，水管理にとどまらず

社会的・経済的要素をも包含するように

なってきており，実態的には　SARE（LISA）と

きわめて相似した概念へと発展し，テキサ

ス州のように　IPM　を前面に打ち立てて持続

的農業を推進しているところもみられる。

このためIPMでは害虫（Pest）のイメージが

強く，総合的なものであることをより明確に

するため，例えばIP（Integrated Production）,

ICM（Integrated Crop Management）に呼称を

変更すべきであるとの意見も多い。

　

　ウ．基準・認証制度

　IPM　でも有機食品と同様に安全性をア

ピールするとともに差別化をはかっていこ

うということからその認証制度，表示の創

側面での満足が得られることが普及の現実

的条件となっている。

　なお，大豆，トウモロコシ，小麦生産で

の　IPM　への取り組みは少なく，野菜・果

樹・畜産での小規模・家族経営での取り組

みが増加する傾向がある
（注23）

。

　ところで，生産農家には広く知られるよ

うになった　IPM　も，一般国民，消費者への

浸透は不十分であり，これからの大きな課

題となっている
（注24）

。

　

　（ｄ）　IPMをめぐる議論

　IPM　の普及・拡大にともなって様々な角

度，レベルでの議論が展開されており，我

が国での取り組みを検討していくにあたっ

て貴重な示唆を与えている。

　

　ア．IPM　と有機栽培

　第２図でみたように持続性の高い農業，

IPM，有機栽培を関係づけることができる

が，技術的には類似点が多く，むしろ相違

点は少ない。最大の違いは有機栽培では一

切合成農薬・化学肥料は使わないこと，遺

伝子組み換え作物は含まないことにある。

　手段なり技術的な面については当然のこ

とながら認識は統一されているが，IPM　と

有機栽培の相互の関係についての考え方に

ついては学者・研究者等によって見解が分

かれている。すなわち，究極の目標として

有機栽培を位置付け，IPM　をそこにたどり

着くまでの中間的段階として考えるものが

一つである
（注25）

。

　もう一方の見解は，IPM　はあくまで慣行

農業をベースに減農薬・減化学肥料をは

かったものであり，行き着くところが有機

栽培になるわけではない，だからこそ適当

な手段を組み合わせた懸命な方法であり，

より広範に普及する可能性があるとするも

のである
（注26）

。

　この見解の相違は有機栽培についての哲

学の違いから派生したものであるが，後者

の場合は有機栽培はエコロジカルブームを

背景にした消費者需要に対応したもので

あって，価格も高く，あくまでマーケティ

ングを指向したニッチな商品と考えている

ところからの発想と言うこともできる。

　

　イ．IPM　とSARE

　IPM　は，当初は特定の害虫に対するアプ

ローチという色彩の強いものであったが，

現在では輪作，堆肥，水管理にとどまらず

社会的・経済的要素をも包含するように

なってきており，実態的には　SARE（LISA）と

きわめて相似した概念へと発展し，テキサ

ス州のように　IPM　を前面に打ち立てて持続

的農業を推進しているところもみられる。

このためIPMでは害虫（Pest）のイメージが

強く，総合的なものであることをより明確に

するため，例えばIP（Integrated Production）,

ICM（Integrated Crop Management）に呼称を

変更すべきであるとの意見も多い。

　

　ウ．基準・認証制度

　IPM　でも有機食品と同様に安全性をア

ピールするとともに差別化をはかっていこ

うということからその認証制度，表示の創
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設を求める声があり，これを巡って様々な

議論が展開されてきた。議論の中心は二つ

に分かれており，一つは認証制度を設ける

にあたっては　IPM　の具体的基準を策定する

必要があるが，IPM　の定義からして当然の

ことながら　IPM　には第３図のように幅があ

り，どのレベルで線を引くかである。地域

によって自然条件はそれぞれ異なってお

り，農薬・化学肥料をはじめとする各手段

の許容量が異ならざるを得ない。したがっ

て，全米統一基準の作成はもとより，州基

準の作成も容易ではなく，多くの議論が積

み重ねられながらも集約の方向は見いださ

れてはいないのが現状である。「有機食品の

基準策定ですら10年近くかかってもまとめ

きれずにいるのに，まして　IPM　の場合には

…」というのが議論に参画している多数の

人たちの実感を代表している。

　今一つの論点が，IPM，有機食品の表示の

ないものは安全ではないとの誤解を招きか

ねないとの懸念である。食品会社が農家を

対象に行った調査では，IPM　の表示をする

ことについて反対の意見が多数を占めてい

る。一方，カリフォルニア州政府の研究所

による一般に販売されている農産物の90％

は　EPA　が定めた基準以下であるとの調査結

果も出されている
（注27）

。

　このほかに仮に認証制度，表示制度を導

入するとして，これにかかる諸費用を誰が

負担するのかという問題も提起されてい

る。

　

　エ．遺伝子組み換え作物

　LISA（SARE）は環境負荷の軽減と経済性の

確保の両立を指向したものであるが，IPM　

普及の最大のカギを握っているのが経済性

の確保であり，コスト低下なり付加価値の

実現である。

　今回ヒアリングを行った農家でも遺伝子

組み換え作物を導入しているものもあった

が，その導入理由は直接的には農薬を減ら

すためではあるが，コスト的にも種子代は

高くなっても，それ以上に農薬代の削減が

可能と見込まれ，トータルでは遺伝子組み

換え作物のほうが有利であるとの判断がこ

れを後押ししている。

　生産者にも遺伝子組み換え作物に対して

不安をもつものも多いが，全般的には「遺

伝子組み換え作物は　IPM　の一部で，手段そ

のものだ。環境負荷の軽減と生産能力の確

保が両立できベストウェイ
（注28）

」との受け止め

方が多数を占めており，こうした状況を決

定づけているのはコストであると言うこと

ができよう。すなわち近代的農業，大規模

農業の典型であるアメリカ農業でも，環境

保全とコスト低下の両立は労働力不足も含

めて困難化しており，これを一挙に“解決”

していくものとして遺伝子組み換え作物が

位置付けられ，急速な普及をみているもの
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。
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入するとして，これにかかる諸費用を誰が

負担するのかという問題も提起されてい

る。

　

　エ．遺伝子組み換え作物

　LISA（SARE）は環境負荷の軽減と経済性の

確保の両立を指向したものであるが，IPM　

普及の最大のカギを握っているのが経済性

の確保であり，コスト低下なり付加価値の

実現である。

　今回ヒアリングを行った農家でも遺伝子

組み換え作物を導入しているものもあった

が，その導入理由は直接的には農薬を減ら

すためではあるが，コスト的にも種子代は

高くなっても，それ以上に農薬代の削減が

可能と見込まれ，トータルでは遺伝子組み

換え作物のほうが有利であるとの判断がこ

れを後押ししている。

　生産者にも遺伝子組み換え作物に対して

不安をもつものも多いが，全般的には「遺

伝子組み換え作物は　IPM　の一部で，手段そ

のものだ。環境負荷の軽減と生産能力の確
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」との受け止め

方が多数を占めており，こうした状況を決

定づけているのはコストであると言うこと

ができよう。すなわち近代的農業，大規模

農業の典型であるアメリカ農業でも，環境

保全とコスト低下の両立は労働力不足も含

めて困難化しており，これを一挙に“解決”

していくものとして遺伝子組み換え作物が

位置付けられ，急速な普及をみているもの
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である。

　すでにアメリカでは遺伝子組み換え作物

がトウモロコシで耕地面積の40％，大豆で

44％，綿花で43％（98年，USDA調べ）にまで

広がっており，完全にアメリカ農業の骨格

を形成するに至っている。その安全性につ

いては激しい議論があるところであるが，

それにしてもあまりにも速く，かつ急速に

広がりすぎたことによって，大きなリスク

を抱え込むことになってしまったというこ

とができよう。

　（注19）　IPMは1967年にFAOが「あらゆる適切な防
除手段を相互に矛盾しないかたちで使用し，経済
的許容水準以下に有害生物個体群を減少させ，か
つその低いレベルを維持するための個体群管理
システム」として提唱されたもので，EU各国，ア
メリカ，アジア等で採用されており，発展途上国
に対して国際機関が支援に力を入れており，特に
インドネシアではIPMを国家政策として取り上
げていることがよく知られている。

　（注20）　カリフォルニア大学Frank G. Zalom教
授からの聴き取り調査による。

　（注21）　テキサスＡ＆Ｍ大学Thomas W. Fuchs
教授からの聴き取り調査による。

　（注22）　カリフォルニア州農務局からの聴き取り
調査による。

　（注23）　NORTH CENTRAL REGION　SARE  
Ken Schneider氏からの聴き取り調査による。

　（注24）　USDAからの聴き取り調査による。
　（注25）　テキサス州農務局からの聴き取り調査に
よる。

　（注26）　（注21）に同じ。
　（注27）　（注22）に同じ。
　（注28）　（注21）に同じ。

　

　（2）　スイス

　スイスでは「国は環境にやさしい農産物

を安く提供するものに対して直接支払いを

する」との方針を打ち出しており，もはや

スイスにとっては環境に負荷をかける慣行

農法による農業は不要であり，慣行農業以

外の　IP，有機栽培を対象に直接支払いを行

うなど，行政のスタンスは明確である。

　また，IP（Integrated Production，「統合的

生産」と訳されることが多く，減農薬・減化学

肥料栽培を指す。）による生産が既に70％を

超えていることから，IP　にかかる認証制度

も確立しており，流通でも新たな動きをみ

ることができる。

　我が国での持続型農業を展開していくに

あたって参考になると思われるものに絞っ

て述べることにする。

　

　ａ．農政の展開

　第２次世界大戦によりスイスでも食糧を

はじめとする物資不足に陥ったが，このた

め1951年農業法により国民に必要な食料を

供給し，食料自給率を向上させるととも

に，農家の所得向上のための施策が講じら

れるようになった。

　その後生産が順調に増加し，80年代半ば

にはミルク等主要食料の100％自給を達成

し，ミルク，穀物についてはむしろ過剰状

態を呈するようになった。あわせて高コス

ト生産，小規模経営が問題とされるように

なった。

　こうした状況に加え，GATT　からの助成金

減少圧力を受けると同時に　EU　統合も手

伝って，農業法改正の気運が盛り上がり，

92年に改正が行われた。そのねらいとする

ところは価格と所得との分離，環境保全目

標達成のための支援措置導入，食品分野で

の競争原理の導入と政府の市場介入の抑止

にあった。そしてこの農業法見直し，農政

である。

　すでにアメリカでは遺伝子組み換え作物

がトウモロコシで耕地面積の40％，大豆で

44％，綿花で43％（98年，USDA調べ）にまで

広がっており，完全にアメリカ農業の骨格

を形成するに至っている。その安全性につ

いては激しい議論があるところであるが，

それにしてもあまりにも速く，かつ急速に

広がりすぎたことによって，大きなリスク

を抱え込むことになってしまったというこ

とができよう。

　（注19）　IPMは1967年にFAOが「あらゆる適切な防
除手段を相互に矛盾しないかたちで使用し，経済
的許容水準以下に有害生物個体群を減少させ，か
つその低いレベルを維持するための個体群管理
システム」として提唱されたもので，EU各国，ア
メリカ，アジア等で採用されており，発展途上国
に対して国際機関が支援に力を入れており，特に
インドネシアではIPMを国家政策として取り上
げていることがよく知られている。

　（注20）　カリフォルニア大学Frank G. Zalom教
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教授からの聴き取り調査による。
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　（注23）　NORTH CENTRAL REGION　SARE  
Ken Schneider氏からの聴き取り調査による。

　（注24）　USDAからの聴き取り調査による。
　（注25）　テキサス州農務局からの聴き取り調査に
よる。

　（注26）　（注21）に同じ。
　（注27）　（注22）に同じ。
　（注28）　（注21）に同じ。

　

　（2）　スイス

　スイスでは「国は環境にやさしい農産物

を安く提供するものに対して直接支払いを

する」との方針を打ち出しており，もはや

スイスにとっては環境に負荷をかける慣行

農法による農業は不要であり，慣行農業以

外の　IP，有機栽培を対象に直接支払いを行

うなど，行政のスタンスは明確である。

　また，IP（Integrated Production，「統合的

生産」と訳されることが多く，減農薬・減化学

肥料栽培を指す。）による生産が既に70％を

超えていることから，IP　にかかる認証制度

も確立しており，流通でも新たな動きをみ

ることができる。

　我が国での持続型農業を展開していくに

あたって参考になると思われるものに絞っ

て述べることにする。

　

　ａ．農政の展開

　第２次世界大戦によりスイスでも食糧を

はじめとする物資不足に陥ったが，このた

め1951年農業法により国民に必要な食料を

供給し，食料自給率を向上させるととも

に，農家の所得向上のための施策が講じら

れるようになった。

　その後生産が順調に増加し，80年代半ば

にはミルク等主要食料の100％自給を達成

し，ミルク，穀物についてはむしろ過剰状

態を呈するようになった。あわせて高コス

ト生産，小規模経営が問題とされるように

なった。

　こうした状況に加え，GATT　からの助成金

減少圧力を受けると同時に　EU　統合も手

伝って，農業法改正の気運が盛り上がり，

92年に改正が行われた。そのねらいとする

ところは価格と所得との分離，環境保全目

標達成のための支援措置導入，食品分野で

の競争原理の導入と政府の市場介入の抑止

にあった。そしてこの農業法見直し，農政
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改革は1992～1997年を第１ステップとし，

1998～2002年を第２ステップとしてエコロ

ジー的要素をより強化しようとするもので

あった。

　この第２ステップは，“農業政策2002

（Agricultural Policy 2002）”と呼ばれ，98年

４月に新農業法として成立し，食品分野で

の競争促進と農業を全面的に持続型農業に

誘導していくことを意図したものであっ

た。

　

　ｂ．直接支払い

　（ａ）　1992年農業法による直接支払い

　そもそもスイスでは1955年の小農民と農

業労働者のための家族手当て開始以来，農

業のための直接支払いが行われてきたが，

92年の農業法改正にともない農業法31ａ条

で補完的な直接支払いについて，第31ｂ条

では特にエコロジー的給付に対する直接支

払いが規定された。すなわち第31ａ条は価

格支持がなくなったことにともなう収入の

減少分を補填するもので，ほとんどの農家

を対象とするものであったが，第31ｂ条は

エコロジカルな条件を満たすものに対する

直接支払いで，任意参加とされており，上・

下水の特に窒素，りん酸による汚染，農薬

使用の抑制，農地での動植物の種の多様性

増進，人道的な畜産システムの導入を意図

したものであった
（注29）

。

　

　（ｂ）　農業政策2002での直接支払い

　92年農業法で第31ｂ条による直接支払い

は任意参加とされてきたが，第２ステップ

の農業政策2002ではこれを直接支払いのた

めの必須条件とした。農業法第31ａ条と第

31ｂ条はなくなり，代わって一般的直接支

払いとエコロジカルな直接支払いとに分け

られ，この二つは重畳的関係に置かれ，一

般的直接支払いを受けるためには次にみる

ようなエコロジカルな直接支払いを受ける

条件をクリアしておくことが必須とされ

た。また，これにともない　IP　という呼び方は

なされなくなり，EP（Ecological Performance）

という呼び方に変わっている。

　①化学肥料のバランスのとれた使用

　②農地面積の７％が給付対象のエコロジ

カルな地域であること

　③定期的な穀物輪作

　④適当な土壌保全，適切な　IPM

　⑤家畜の保護

　なお，⑤の適切な　IPM　については，作物

ごとに農薬使用に関するリストが作成され

ており，栽培期間等も勘案した使用量がわ

かるようにされている。

　これら条件を満たしているかどうかを書

類に記入・作成し，その地域の役場に提出

し，内容的問題がなければ直接支払いを受

けることができることになる
（注30）

。

　

　ｃ．有機農業及び　IP　への取組状況

　スイスではエコロジカルな農業をつうじ

て環境負荷の軽減をはかっていくことを至

上命題としており，IP　なり有機農業が急速

に拡大している。

　97年の農法別の農地面積割合は，IP　が

73％，有機栽培は６％，従来型の慣行農法
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　（ｂ）　農業政策2002での直接支払い

　92年農業法で第31ｂ条による直接支払い

は任意参加とされてきたが，第２ステップ

の農業政策2002ではこれを直接支払いのた

めの必須条件とした。農業法第31ａ条と第

31ｂ条はなくなり，代わって一般的直接支

払いとエコロジカルな直接支払いとに分け

られ，この二つは重畳的関係に置かれ，一

般的直接支払いを受けるためには次にみる

ようなエコロジカルな直接支払いを受ける

条件をクリアしておくことが必須とされ

た。また，これにともない　IP　という呼び方は

なされなくなり，EP（Ecological Performance）

という呼び方に変わっている。

　①化学肥料のバランスのとれた使用

　②農地面積の７％が給付対象のエコロジ

カルな地域であること

　③定期的な穀物輪作

　④適当な土壌保全，適切な　IPM

　⑤家畜の保護

　なお，⑤の適切な　IPM　については，作物

ごとに農薬使用に関するリストが作成され

ており，栽培期間等も勘案した使用量がわ

かるようにされている。

　これら条件を満たしているかどうかを書

類に記入・作成し，その地域の役場に提出

し，内容的問題がなければ直接支払いを受

けることができることになる
（注30）

。

　

　ｃ．有機農業及び　IP　への取組状況

　スイスではエコロジカルな農業をつうじ

て環境負荷の軽減をはかっていくことを至

上命題としており，IP　なり有機農業が急速

に拡大している。

　97年の農法別の農地面積割合は，IP　が

73％，有機栽培は６％，従来型の慣行農法
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は21％にすぎず，数年内には慣行農法はほ

とんどなくなり，15～20％の有機の栽培と

80～85％の　IP　生産によって占められるも

のとみられる。

　

　ｄ．IP　認証・基準

　スイスにおいては　IP　農産物・食品の認

証が行われている。検査・認証を行ってい

るのが　AB　グループで，これと一体となって

IP　スイスが認証マーク（第４図）の表示管理

業務等を行っている。

　IP　スイスのスタッフは４人。これに加盟

している農家は約３万人で，実際に“IP　ス

イス”の表示をしている農家は１万～１万

２千人である。

　IP　は有機栽培と異なり最低限の農薬・

化学肥料の使用が認められているが，慣行

栽培も含めての相互の関係は第５図のとお

りである。

　IP　スイスの話では，「IP　の認証を受けた

農産物は品質もよく，安全，かつ経済性に

もすぐれていることから，消費者にとって

も　IP　マークのついたものを購入すること

がベストである」としている。

　IP　スイスの認証レベルは政府の直接支

払いのレベルよりは高いが，有機栽培との

間のどの線にするかについては大いに議論

の対象となるところであるが，品質，安全

性，経済性の三つが最もよくバランスがと

れたレベルが消費者が最も望んでいるレベ

ルであって，あくまでこれが　IP　スイスの認

証レベルについての考え方であるとしてい

る。

　認証を受けて　IP　スイスの会員になれ

ば，IP　スイスの基準に沿った生産を証明

するための記帳等を要求されるとともに，

年１回の検査が行われる。また，IP　スイス

のマークを添付して農産物等を販売し，付

加価値を実現することも可能となる。

　なお，IP　スイスの収支構造をみておく

と，AB　グループが行った検査・認証料を　IP

スイスが支払っているが，その財源は農家

会員と製造業者から徴収している。農家会

は21％にすぎず，数年内には慣行農法はほ

とんどなくなり，15～20％の有機の栽培と

80～85％の　IP　生産によって占められるも

のとみられる。
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　スイスにおいては　IP　農産物・食品の認

証が行われている。検査・認証を行ってい

るのが　AB　グループで，これと一体となって

IP　スイスが認証マーク（第４図）の表示管理

業務等を行っている。

　IP　スイスのスタッフは４人。これに加盟

している農家は約３万人で，実際に“IP　ス

イス”の表示をしている農家は１万～１万

２千人である。

　IP　は有機栽培と異なり最低限の農薬・

化学肥料の使用が認められているが，慣行

栽培も含めての相互の関係は第５図のとお

りである。

　IP　スイスの話では，「IP　の認証を受けた

農産物は品質もよく，安全，かつ経済性に

もすぐれていることから，消費者にとって

も　IP　マークのついたものを購入すること

がベストである」としている。

　IP　スイスの認証レベルは政府の直接支

払いのレベルよりは高いが，有機栽培との

間のどの線にするかについては大いに議論

の対象となるところであるが，品質，安全

性，経済性の三つが最もよくバランスがと

れたレベルが消費者が最も望んでいるレベ

ルであって，あくまでこれが　IP　スイスの認

証レベルについての考え方であるとしてい

る。

　認証を受けて　IP　スイスの会員になれ

ば，IP　スイスの基準に沿った生産を証明

するための記帳等を要求されるとともに，

年１回の検査が行われる。また，IP　スイス

のマークを添付して農産物等を販売し，付

加価値を実現することも可能となる。

　なお，IP　スイスの収支構造をみておく

と，AB　グループが行った検査・認証料を　IP

スイスが支払っているが，その財源は農家

会員と製造業者から徴収している。農家会
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員は直接支払いの受取額と　IP　生産によっ

て付加価値増加額に応じて計算された金額

を負担することになる。

　

　ｅ．IP　農産物の流通

　スイスの農産物および食品流通の最大の

特徴は生協のシェアがきわめて高いこと

で，最大手のミグロ，これに続くコープス

イスの二つで流通の６～７割を占めると言

われている。そして，両生協とも食品の安全

性，環境問題にはきわめて力を入れており,

有機農産物の取扱いはもちろんのこと，IP

　農産物の取扱いにもなみなみならぬ力を

注いでいる。すなわちミグロはＭ－SANO，

コープスイスは　Naturaplan　という独自の

ブランドをつくり，それぞれのブランドご

とに独自の生産基準が設けられている（た

だし，認証はしていない）。

　こうした流通実態から　IP　農産物・食品

の流通は４種類にわかれており，①　IP　の表

示が一切ないもの，②Ｍ－SANOもしくはNat‐

uraplanの表示があり，IP　スイスの表示は

ないもの，③Ｍ－SANO　もしくは　Naturaplan

の表示があり，IP　スイスの表示もあるも

の，④　IP　スイスの表示だけがあるもの，と

なる。

　統計数値はないが，①が過半を占めてお

り，IP　農産物・食品でもハイレベルにある

ものが②～④のラベル表示をして付加価値

を実現しているものと考えられる。IP・有

機生産が直接支払いの必須条件とされたこ

とから，ここ数年のうちには15～20％の有

機栽培以外はほとんどが　IP　生産となるこ

とは確実で，同じ　IP　農産物での差別化競争

がスイスでは既に開始されているとみるこ

とができる。なお，有機商品についても国

産もの，輸入もの，転換期間中のものと三

つに分類されており，全般に表示の多様化

が著しい。

　（注29）　拙稿「オーストリア，スイスの有機農業の
動向と農業政策」本誌1998年10月号

　（注30）　詳しくは，拙稿「スイスにおけるIPをめぐ
る農政動向と取組実態――環境保全型農業の先
頭を行くスイスIPにかかる直接支払いと認証制
度等――」（『総研レポート』1999年９月発行予
定）を参照のこと。

　

　

　

　

　以上民間主導型で取り組んでいるアメリ

カと政府主導型で取り組んでいるスイスと

いう対照的な先進国の事例をみてきたが，

それでは海外事例が示唆するところとこれ

までの経過・現状等を踏まえて，肝心の我

が国の持続型農業をいかにして形成・確立

していくのか，本題である我が国が持続型

農業に今後本腰を入れていくための課題に

ついて整理することとする。

　ここであらかじめ前提として次のことに

留意しておく必要があると考える。すなわ

ち日本農業の小規模・零細性，家族経営中

心，地域との一体性を強く求められる等の

我が国農業の特殊性を十分意識したうえで

方向性なり課題を設定すべきであって，経

済的・環境的・社会的三つの要因を網羅

し，かつバランスをとっていくことが重要

である。
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ないもの，③Ｍ－SANO　もしくは　Naturaplan
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り，IP　農産物・食品でもハイレベルにある

ものが②～④のラベル表示をして付加価値

を実現しているものと考えられる。IP・有

機生産が直接支払いの必須条件とされたこ

とから，ここ数年のうちには15～20％の有

機栽培以外はほとんどが　IP　生産となるこ

とは確実で，同じ　IP　農産物での差別化競争

がスイスでは既に開始されているとみるこ

とができる。なお，有機商品についても国

産もの，輸入もの，転換期間中のものと三

つに分類されており，全般に表示の多様化

が著しい。

　（注29）　拙稿「オーストリア，スイスの有機農業の
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頭を行くスイスIPにかかる直接支払いと認証制
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　以上民間主導型で取り組んでいるアメリ

カと政府主導型で取り組んでいるスイスと

いう対照的な先進国の事例をみてきたが，

それでは海外事例が示唆するところとこれ

までの経過・現状等を踏まえて，肝心の我

が国の持続型農業をいかにして形成・確立

していくのか，本題である我が国が持続型

農業に今後本腰を入れていくための課題に

ついて整理することとする。

　ここであらかじめ前提として次のことに

留意しておく必要があると考える。すなわ

ち日本農業の小規模・零細性，家族経営中

心，地域との一体性を強く求められる等の

我が国農業の特殊性を十分意識したうえで

方向性なり課題を設定すべきであって，経
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である。
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　（1）　持続型農業の軸はIPM

　今後の持続型農業への取り組みにおいて

技術面での中心になるのは　IPM　である。

　認証対象の有機農産物を敢えて棚上げ

し，持続型農業の枠組みを別途設けたとい

うことは，我が国の気候風土，自然条件等

に適合した農法なり，基準を設けていく自

由裁量の場を確保したということでもあ

る。国内外を問わずそれぞれの地域の実態

にあった対応なしには実質的な持続型農業

の形成は困難である。

　IPM　の定義には三つの重要な概念，すな

わち，①複数の防除法の合理的統合，②経

済的被害許容水準，③害虫個体群管理シス

テム，が含まれており，「従来の「農薬主

義」や「天敵主義」などの単一防除手段至

上主義をとらない立場を明確にしたもの」
（注31）

であるとされているように，内容的にはき

わめてフレックスかつ総合的であり，すぐ

れて地域性を有するとともに，天候等自然

条件により弾力的に対応していこうとする

ものである。この面ではグローバル・スタ

ンダードで整理されてしまった有機農業に

かかる基準とは根本的に異なるものであ

る。しかしながら有機農業の本質である環

境に優しく，生態系循環・地域循環をベー

スとし，適地適作・適期適作と同時に，流

通も地域自給を基本とすることについては

　IPM　も共通であり，むしろ農業そのものの

本質を最もよくあらわしているものが有機

農業であるといえる。こうした自然の理を

哲学とし，技法的には先の三つの概念，こ

れらが持続型農業，IPMを進めて行く際のプ

リンシプルであると考える（第６図）。

　なお，技術的にはまさに日進月歩の世界

であるが（第６表），アメリカでの遺伝子組

み換え作物に見られるような“拙速”での

導入は厳しく規制し，十分な時間をかけ，

安全性等を見極めてから導入を認可すべき

である。

　（注31）　中筋房夫著『総合的害虫管理学』48頁

　

　（2）　直接所得補償とのリンク

　アメリカもスイスも基本的には市場原理

の徹底と環境保全との両立をめざしてはい

るが，土壌の流亡や環境汚染等がかなりす

すんでこれへの早急な対応を求められてい

るアメリカと，環境汚染もさることながら

条件不利地域が大宗を占める中で農業を維

持させていくためにエコロジカルな農業で

　（1）　持続型農業の軸はIPM

　今後の持続型農業への取り組みにおいて

技術面での中心になるのは　IPM　である。
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に適合した農法なり，基準を設けていく自

由裁量の場を確保したということでもあ

る。国内外を問わずそれぞれの地域の実態

にあった対応なしには実質的な持続型農業

の形成は困難である。

　IPM　の定義には三つの重要な概念，すな

わち，①複数の防除法の合理的統合，②経

済的被害許容水準，③害虫個体群管理シス

テム，が含まれており，「従来の「農薬主

義」や「天敵主義」などの単一防除手段至

上主義をとらない立場を明確にしたもの」
（注31）

であるとされているように，内容的にはき

わめてフレックスかつ総合的であり，すぐ

れて地域性を有するとともに，天候等自然

条件により弾力的に対応していこうとする

ものである。この面ではグローバル・スタ

ンダードで整理されてしまった有機農業に

かかる基準とは根本的に異なるものであ

る。しかしながら有機農業の本質である環

境に優しく，生態系循環・地域循環をベー

スとし，適地適作・適期適作と同時に，流

通も地域自給を基本とすることについては

　IPM　も共通であり，むしろ農業そのものの

本質を最もよくあらわしているものが有機

農業であるといえる。こうした自然の理を

哲学とし，技法的には先の三つの概念，こ

れらが持続型農業，IPMを進めて行く際のプ

リンシプルであると考える（第６図）。

　なお，技術的にはまさに日進月歩の世界

であるが（第６表），アメリカでの遺伝子組

み換え作物に見られるような“拙速”での

導入は厳しく規制し，十分な時間をかけ，

安全性等を見極めてから導入を認可すべき

である。

　（注31）　中筋房夫著『総合的害虫管理学』48頁

　

　（2）　直接所得補償とのリンク

　アメリカもスイスも基本的には市場原理

の徹底と環境保全との両立をめざしてはい

るが，土壌の流亡や環境汚染等がかなりす

すんでこれへの早急な対応を求められてい

るアメリカと，環境汚染もさることながら

条件不利地域が大宗を占める中で農業を維

持させていくためにエコロジカルな農業で
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あることを必須とするスイスとではそのス

タンスにきわめて大きな開きがある。

　我が国はスイスに近い農業事情，構造に

あるが，スイスの場合にはエコロジカルな

農業を推進していく最大のモティベーショ

ンとして直接支払いを置いている。慣行栽

培から　IP　なり有機栽培に転換した場合の

減収分が補填されるわけで，その効果はき

わめて顕著であった。

　一方，民間主導型のアメリカでは，国際

化・自由化が進行する中で環境保全とコス

ト低下の両立は次第に困難と化してきてお

り，その結果として遺伝子組み換え作物に

依存せざるを得ない構造ができあがりつつ

ある。

　我が国では遅ればせながら新農業基本

法，持続型農業促進法が成立したものの，

直接所得補償は中山間地域等に限定され，

傾斜度に応じての支払いが検討されてお

り，新たな取り組みとしての持続型農業と

のリンクはない。また，持続型農業促進法

で明記されている助成措置は，①農業改良

資金の償還期限の延長，②認定農業者が取

得・製作した機械・装置に対する課税の特

例措置，の二つにすぎず，生産者にとって

のインパクトは希薄である。先にも述べた

とおり，結果的には有機認証基準と持続型

農業との一定の整理はできたものと考えら

れ，これをテコに持続型農業を我が国農業

の基本とすべく相応の取り組みが不可欠な

のであって，助成措置の強化，特に直接所

得補償支払いの条件とするなど，強力なイ

ンセンティブを追加していくことが絶対に

必要であると考える。

あることを必須とするスイスとではそのス

タンスにきわめて大きな開きがある。

　我が国はスイスに近い農業事情，構造に

あるが，スイスの場合にはエコロジカルな

農業を推進していく最大のモティベーショ

ンとして直接支払いを置いている。慣行栽

培から　IP　なり有機栽培に転換した場合の

減収分が補填されるわけで，その効果はき

わめて顕著であった。

　一方，民間主導型のアメリカでは，国際

化・自由化が進行する中で環境保全とコス

ト低下の両立は次第に困難と化してきてお

り，その結果として遺伝子組み換え作物に

依存せざるを得ない構造ができあがりつつ

ある。

　我が国では遅ればせながら新農業基本

法，持続型農業促進法が成立したものの，

直接所得補償は中山間地域等に限定され，

傾斜度に応じての支払いが検討されてお

り，新たな取り組みとしての持続型農業と

のリンクはない。また，持続型農業促進法

で明記されている助成措置は，①農業改良

資金の償還期限の延長，②認定農業者が取

得・製作した機械・装置に対する課税の特

例措置，の二つにすぎず，生産者にとって

のインパクトは希薄である。先にも述べた

とおり，結果的には有機認証基準と持続型

農業との一定の整理はできたものと考えら

れ，これをテコに持続型農業を我が国農業

の基本とすべく相応の取り組みが不可欠な

のであって，助成措置の強化，特に直接所

得補償支払いの条件とするなど，強力なイ

ンセンティブを追加していくことが絶対に

必要であると考える。
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作　　物 病 害 虫 Ｉ Ｐ Ｍ 技 術

水 稲

キ ャ ベ ツ

ナ ス

トウモロコシ

施 設 野 菜

果
樹

茶

熱 帯 野 菜

芝 生

花

縞葉枯病，ヒメトビウンカ，
ウンカ，ヨコバイ，ツトムシ，
カメムシ

二化メイガ

コナガ，モンシロチョウ

アザミウマ

アワノメイガ

ハダニ，コナジラミ

ハマキ類

ハマキ類，カメムシ，吸ガ類

カミキリムシ

ハマキ類，ハダニ

ミバエ類

ヨトウ類

オオタバコガなど

耐病虫性品種の導入，発生予察，薬液少量散布法の採用，
天敵保全，低毒性選択性農業（IGR）の導入，発生予察法の
効率化，卵寄生蜂，作期変更による被害回避

細稈（かん）品種の導入で生息密度低減，性フェロモンに
よる交信かく乱，天敵利用

薬剤防除，性フェロモンによる交信かく乱

生物農薬，薬剤防除

生物農薬，薬剤防除

天敵農薬

性フェロモンによる交信かく乱，天敵保全，網掛け，黄色
蛍光灯の点灯，天敵採用（糸状菌）

昆虫病原ウイルスの利用，天敵保全

不妊雄放虫

昆虫寄生性線虫の利用

蛍光灯点灯による物理的防除法，生物農薬

リ ン ゴ

梨

かんきつ
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　（3）　地域一体となった普及・推進

　アメリカでは州立大学が，スイスでは研

究機関である　Fible　がその普及・推進に大

きな役割を果たしている。

　我が国大学はアメリカの州立大学とその

生い立ちも違い，現時点で大学に大きな役

割を期待することはできない。

　行政サイドの農業改良普及員と民間であ

る農協の営農指導員，そして高いレベルを

持つ篤農家が一体となって取り組んでいか

ざるを得ないものと考える。

　そして普及・推進にあたって大事なこと

は地域全体による取り組みを推進していく

ことである。近隣の田畑は水・風によりつ

ながり，一体的な生態系を構成しており，

単独での取り組みは農薬等の拡散によっ

て，効果が大きく減退しかねない。認証・

検査等が導入されるようになればなおさら

のこと地域ぐるみでの取り組みが必要であ

り，ブランド化しての有利販売も難しくな

る。

　

　（4）　差別化・付加価値実現の仕組みづ

　　　　くり

　持続型農業が成立するためには，アメリ

カの例をみるまでもなく採算がとれること

が前提となる。持続型農業への転換により

農薬代の圧縮は可能となるが，一方で手間

が余分に必要となり，自家労働力で賄える

間はいいとして，ある程度以上の経営規模

になれば外部の労働力に依存せざるを得な

くなり，コストアップ要因となる。  そこで

直接支払いによる補填が当面望めない現状

では，販売をつうじての差別化・付加価値

実現のための仕組みづくりが大きな課題と

なる。

　すでに産直の歴史からもうかがわれるよ

うに有機農産物だけでなく，減農薬・減化

学肥料栽培農産物もブランド化して販売さ

れるものが増加している。こうした動きを

さらに促進させていくためには虚偽のない

適正な表示であることが肝心で，表示の信

頼性を高めていくためには減農薬・減化学

肥料栽培の認証も必要であろう。この場

合，その認証するにあったての　IPM　のレベ

ルが問題となり，広域を対象にしてのレベ

ル（基準）設定は　IPM　の本来の主旨にはそぐ

わない。その意味では自然条件・営農事情

等が共通した地域それぞれが，それぞれの

基準を設定していく，いわゆる地域認証シ

ステムが最も妥当であると考えられる。

　こうした取り組みと併行して，見映え重

視の我が国消費者の認識を改めていくこと

が必要であり，生産者と消費者との交流を

も含めた教育の強化が不可欠である。

　

　（5）　社会的広がりと「エコ農産物」

　　　「エコ農法」

　LISA（SARE），IPM　が単なる技術的概念か

ら，次第に社会的な概念をも包摂するもの

に変化してきているが，持続型農業，「エコ

農業」への取り組みが，技術的，経済的な

ものにとどまらず，“世直し”の具体的な取

り組みの一つとして位置付けられるような

広がりを持たせることが必要である。その

ためにも消費者，一般市民への理解獲得

　（3）　地域一体となった普及・推進

　アメリカでは州立大学が，スイスでは研

究機関である　Fible　がその普及・推進に大

きな役割を果たしている。

　我が国大学はアメリカの州立大学とその

生い立ちも違い，現時点で大学に大きな役

割を期待することはできない。

　行政サイドの農業改良普及員と民間であ

る農協の営農指導員，そして高いレベルを

持つ篤農家が一体となって取り組んでいか

ざるを得ないものと考える。

　そして普及・推進にあたって大事なこと

は地域全体による取り組みを推進していく

ことである。近隣の田畑は水・風によりつ

ながり，一体的な生態系を構成しており，

単独での取り組みは農薬等の拡散によっ

て，効果が大きく減退しかねない。認証・

検査等が導入されるようになればなおさら

のこと地域ぐるみでの取り組みが必要であ

り，ブランド化しての有利販売も難しくな

る。

　

　（4）　差別化・付加価値実現の仕組みづ

　　　　くり

　持続型農業が成立するためには，アメリ

カの例をみるまでもなく採算がとれること

が前提となる。持続型農業への転換により

農薬代の圧縮は可能となるが，一方で手間

が余分に必要となり，自家労働力で賄える

間はいいとして，ある程度以上の経営規模

になれば外部の労働力に依存せざるを得な

くなり，コストアップ要因となる。  そこで

直接支払いによる補填が当面望めない現状

では，販売をつうじての差別化・付加価値

実現のための仕組みづくりが大きな課題と

なる。

　すでに産直の歴史からもうかがわれるよ

うに有機農産物だけでなく，減農薬・減化

学肥料栽培農産物もブランド化して販売さ

れるものが増加している。こうした動きを

さらに促進させていくためには虚偽のない

適正な表示であることが肝心で，表示の信

頼性を高めていくためには減農薬・減化学

肥料栽培の認証も必要であろう。この場

合，その認証するにあったての　IPM　のレベ

ルが問題となり，広域を対象にしてのレベ

ル（基準）設定は　IPM　の本来の主旨にはそぐ

わない。その意味では自然条件・営農事情

等が共通した地域それぞれが，それぞれの

基準を設定していく，いわゆる地域認証シ

ステムが最も妥当であると考えられる。

　こうした取り組みと併行して，見映え重

視の我が国消費者の認識を改めていくこと

が必要であり，生産者と消費者との交流を

も含めた教育の強化が不可欠である。

　

　（5）　社会的広がりと「エコ農産物」

　　　「エコ農法」

　LISA（SARE），IPM　が単なる技術的概念か

ら，次第に社会的な概念をも包摂するもの

に変化してきているが，持続型農業，「エコ

農業」への取り組みが，技術的，経済的な

ものにとどまらず，“世直し”の具体的な取

り組みの一つとして位置付けられるような

広がりを持たせることが必要である。その

ためにも消費者，一般市民への理解獲得
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と，そのための相互交流がきわめて重要で

ある。

　ところで持続型農業を拡大していくため

には，その内容について生産者の理解を得

ていくことはもちろん，消費者の十分な理

解をも得ておくことが重要であるが，持続

型農業，総合防除，IPM　等多くの概念，用語

が入り乱れているのが実態である。主旨が

明確であってイメージが浮かびやすく，親

しみやすく，呼びやすい用語に統一してお

くことが必要である。

　基準を明確にしたうえで，減農薬・減化

学肥料による農業，農産物等を「エコ農業」

「エコ農産物」等とすることが必要であるこ

とは，従来より提唱してきたところであ

る。

　

　（6）　求められる農協の大いなる

　　　　役割発揮

　我が国農業・農政の特殊性からして，以

上述べてきたことを具体化していくにあ

たってきわめて重要な位置に存在している

のが農協系統であると言える。

　すなわち地域営農を指導・推進するとと

もに，共販制度をつうじてその農産物の有

利販売をシステム化し，社会的にも大きな

影響力を有しているのが農協系統である。

農協経営収支は金融の自由化等にともなっ

て厳しさを増し加える等課題は多いが，問

題の根本にあるのが営農基盤の脆弱化であ

り，組合員の農協離れである。こうした動

きの背景の一つにあるが有機農産物の取扱

いであるといえる。今般の持続型農業への

取り組みの面的広がりは有機農業の比では

なく，市場流通をも含めた相当な広がりが

想定されるものである。持続型農業への取

組強化は農協と組合員との営農関係再建の

ポイントとなり得るものである。そしてな

によりも農協系統が持続型農業に本腰を入

れることが，我が国全体の持続型農業発展

の帰趨に決定的な影響をおよぼすことにも

なるのであって，系統あげての積極的な取

組展開を期待したい。

　

　

　

　持続型農業展開のための課題を種々取り

上げてきたが，農法的にその軸になるのが

IPM　であり，その他様々な方策を講じたと

してもいずれも決定的なインパクトには乏

しく，やはりポイントになるのは国の支援

である。

　今般成立した新農業基本法はアメリカに

おける1985年農業法のレベルにやっとたど

り着いたというというところで，先にみた

アメリカ，スイスに比べれば15年近くも遅

れているといわざるを得ない。市場原理を

導入しつつも直接支払いにより持続型農業

を確立したスイスの一方で，あのアメリカ

ですらコスト低下と環境保全の両立は難し

く遺伝子組み換え作物に依存せざるを得な

い状況に追い込まれているのをみれば，我

が国で持続型農業を確立していくためには

国の強力な支援が必要であることは火を見

るよりも明らかなことであろう。

　新農業基本法を「絵に描いた餅」としな

と，そのための相互交流がきわめて重要で

ある。

　ところで持続型農業を拡大していくため

には，その内容について生産者の理解を得

ていくことはもちろん，消費者の十分な理

解をも得ておくことが重要であるが，持続

型農業，総合防除，IPM　等多くの概念，用語

が入り乱れているのが実態である。主旨が

明確であってイメージが浮かびやすく，親

しみやすく，呼びやすい用語に統一してお

くことが必要である。

　基準を明確にしたうえで，減農薬・減化

学肥料による農業，農産物等を「エコ農業」

「エコ農産物」等とすることが必要であるこ

とは，従来より提唱してきたところであ

る。

　

　（6）　求められる農協の大いなる

　　　　役割発揮

　我が国農業・農政の特殊性からして，以

上述べてきたことを具体化していくにあ

たってきわめて重要な位置に存在している

のが農協系統であると言える。

　すなわち地域営農を指導・推進するとと

もに，共販制度をつうじてその農産物の有

利販売をシステム化し，社会的にも大きな

影響力を有しているのが農協系統である。

農協経営収支は金融の自由化等にともなっ

て厳しさを増し加える等課題は多いが，問

題の根本にあるのが営農基盤の脆弱化であ

り，組合員の農協離れである。こうした動

きの背景の一つにあるが有機農産物の取扱

いであるといえる。今般の持続型農業への

取り組みの面的広がりは有機農業の比では

なく，市場流通をも含めた相当な広がりが

想定されるものである。持続型農業への取

組強化は農協と組合員との営農関係再建の

ポイントとなり得るものである。そしてな

によりも農協系統が持続型農業に本腰を入

れることが，我が国全体の持続型農業発展

の帰趨に決定的な影響をおよぼすことにも

なるのであって，系統あげての積極的な取

組展開を期待したい。

　

　

　

　持続型農業展開のための課題を種々取り

上げてきたが，農法的にその軸になるのが

IPM　であり，その他様々な方策を講じたと

してもいずれも決定的なインパクトには乏

しく，やはりポイントになるのは国の支援

である。

　今般成立した新農業基本法はアメリカに

おける1985年農業法のレベルにやっとたど

り着いたというというところで，先にみた

アメリカ，スイスに比べれば15年近くも遅

れているといわざるを得ない。市場原理を

導入しつつも直接支払いにより持続型農業

を確立したスイスの一方で，あのアメリカ

ですらコスト低下と環境保全の両立は難し

く遺伝子組み換え作物に依存せざるを得な

い状況に追い込まれているのをみれば，我

が国で持続型農業を確立していくためには

国の強力な支援が必要であることは火を見

るよりも明らかなことであろう。

　新農業基本法を「絵に描いた餅」としな
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いためにも，予算の組み替えも含めた必要

十分な予算の確保と21世紀の食料・農業・

農村政策を推進していく哲学と覚悟とがあ

らためて問われよう。

　最後にこれまで三次にわたって展開され

てきた有機ブームを持続型農業発展の第一

段階，萌芽期とすれば，21世紀を目前にし

て有機農業というニッチのレベルから飛躍

して，持続型農業や「エコ農業」という日

本農業全体を環境保全型に変えていくべき

第二段階，成長期に入ったとみるべきであ

るし，まさに現在に生きている我々は第二

段階を何としても形成・達成していく使命

を負わされていることをよくよく心してお

くことが必要であると考えるものである。

　〈参考文献〉　
・拙稿「日本農業再編からみた有機農産物認証問題」
本誌1998年10月号
・拙稿「オーストリア，スイスの有機農業の動向と農
業政策」本誌1998年10月号
・拙稿「我が国における環境保全型農業の現状と課
題」本誌1998年２月号
・拙稿「アメリカにおけるオーガニック生産取り組み
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いためにも，予算の組み替えも含めた必要

十分な予算の確保と21世紀の食料・農業・

農村政策を推進していく哲学と覚悟とがあ

らためて問われよう。

　最後にこれまで三次にわたって展開され

てきた有機ブームを持続型農業発展の第一

段階，萌芽期とすれば，21世紀を目前にし

て有機農業というニッチのレベルから飛躍

して，持続型農業や「エコ農業」という日

本農業全体を環境保全型に変えていくべき

第二段階，成長期に入ったとみるべきであ

るし，まさに現在に生きている我々は第二

段階を何としても形成・達成していく使命

を負わされていることをよくよく心してお

くことが必要であると考えるものである。
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